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令和４年蘭越町議会第３回定例会会議録  

 

○開会及び延会  

  令和４年  ９月１４日  

   開  会   午前１０時００分  

   延  会   午後  ３時３７分  
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５番   永井   浩    ６番   向山   博  

７番   難波  修二    ８番   赤石  勝子  

９番   栁谷   要    １０番  熊谷  雅幸  

１１番  冨樫  順悦  

  欠席（なし）  

 

○会議録署名議員  

  ５番  永井  浩   ６番  向山  博  

 

○説明のために出席した者の職氏名  

  町  長       金   秀行   副町長       山内   勲  

教育長       小林  俊也   総務課長      渡辺   貢  

税務課長      名越  義博   住民福祉課長    北山  誠一  

健康推進課長    山下  志伸   農林水産課長    田縁  幸哉  

建設課長      北川  淳一   商工労働観光課長  水上  昭広  

総務課参事     今野   満   農林水産課参事   木村  恭史  

  教育次長      梅本  聖孝    

   

○職務のため出席した事務局職員  

  事務局長   福原  明美     書  記   和田  慎一  
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○議事日程  

  日程第１   会議録署名議員の指名  

  日程第２   会期の決定  

  日程第３   町長の行政報告及び提案理由の大綱説明  

  日程第４   一般質問     金安  英照  

                赤石  勝子  

                熊谷  雅幸  

                永井   浩  

                難波  修二  

  日程第５   報告第１号    議員の辞職について  

  日程第６   報告第２号    田村陽子議員の発言・行動に関する  

                調査特別委員会の消滅について  

  日程第７   同意第１号    後志公平委員会委員の選任につき同  

                意を求めることについて  

  日程第８   議案第１号    蘭越町議会議員及び蘭越町長選挙に  

                おける選挙運動の公営に関する条例  

                の一部を改正する条例  

  日程第９   議案第２号    蘭越町職員の育児休業等に関する条  

                例の一部を改正する条例  

  日程第１０  議案第３号    工事請負契約の締結についての議決  

                の一部変更について  

  日程第１１  議案第４号    令和４年度蘭越町一般会計補正予算  

                （第５号）  

  日程第１２  議案第５号    令和４年度蘭越町地域振興事業特別  

会計補正予算（第１号）  

  日程第１３  議案第６号    令和４年度蘭越町国民健康保険特別  

                会計補正予算（第２号）  

  日程第１４  議案第７号    令和４年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事  

                業特別会計補正予算（第１号）  

  日程第１５  認定第１号    令和３年度蘭越町一般会計歳入歳出  
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                決算の認定について  

        認定第２号    令和３年度蘭越町奨学資金特別会計  

                歳入歳出決算の認定について  

        認定第３号    令和３年度蘭越町後志公平委員会特  

                別会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第４号    令和３年度蘭越町地域振興事業特別  

                会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第５号    令和３年度蘭越町国民健康保険特別  

                会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第６号    令和３年度蘭越町後期高齢者医療特  

                別会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第７号    令和３年度蘭越町介護保険サービス  

                事業特別会計歳入歳出決算の認定に  

ついて  

        認定第８号    令和３年度蘭越町簡易水道事業特別  

                会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第９号    令和３年度蘭越町農業集落排水事業  

                特別会計歳入歳出決算の認定につい  

                て  

        認定第１０号   令和３年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事  

                業特別会計歳入歳出決算の認定につ  

いて  

        認定第１１号   令和３年度蘭越町特産品開発事業特  

                別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第１６  意見書案第１号  国土強靱化に資する道路の整備等に  

              関する意見書  
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〇議長（冨樫順悦）  おはようございます。  

 ただいまの出席議員は９名であります。  

 これより、令和４年第３回蘭越町議会定例会を開催いたします。  

 ただちに、本日の会議を開きます。  

 令和４年第２回定例会後の諸般の報告及び説明出席者につきましては、

お手元に配布しておりますので、御了承願います。  

 また、本日の会議中、総務課広報広聴係及び新聞社の写真撮影につい

て許可をしておりますので、御了承願います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、５番永井議員、

６番向山議員を指名いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  日程第２、会期の決定を議題とします。  

 議会運営委員長からお諮り願います。  

 ８番赤石議員。  

 

〇８番（赤石勝子）  おはようございます。  

令和４年第３回蘭越町議会定例会の開会に当たりまして、議会運営委

員会の決定事項をお知らせいたします。  

 会期は、本日から１６日までの３日間といたします。  

 なお、１５日は休会といたしたいと思います。  

 日程につきましては、皆様にお配りしています日程表のとおり行いた

いと思いますので、議長よりよろしくお取り計らいのほどお願いいたし

ます。以上でございます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  お諮りします。  

 ただいま議会運営委員長からお諮りのとおり、本定例会の会期は本日

から１６日までの３日間とし、１５日は休会としたいと思います。  

 これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、会期は本日から３日間とし、１５日は休会とすることに決定

しました。  
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○ 議 長 （冨 樫 順 悦 ）  日程 第 ３、 町長 の 行政 報 告及 び 提 案理 由 の大

綱説明を願いま す。  

金町長。  

 

○町長 （金秀 行）  おはようご ざ います。  

第３回蘭越町議会定例会を招集しましたところ、大変御多用の中、議

員の皆様方の御出席をいただきまして、本定例会が開催できますこと

を、先ずもってお礼を申し上げたいと存じます。  

第３回蘭越町議会臨時会が開催されました８月２９日以降の行政報告

については、お手元に資料としてお配りしておりますが、詳細をお知ら

せしたい行事等について、口頭で報告を申し上げます。  

１ページ、８月９日、水曜日、１７時から、この日は蘭越町農業委員

会の中井会長と西元代理が来庁され、原油、農業生産資材価格高騰に伴

う要望書を提出されました。  

この要望書につきましては、国際情勢の不安定化や円安による、原油

価格や農業生産資材価格の高騰により、農業経営に大きな打撃と不安を

与えていることから、燃料価格の動向に応じた支援や、高騰を続ける肥

料の購入費用における支援について要望されたものであり、町といたし

ましても、対策が遅れて生産者の不利益とならないよう、しっかりと状

況の把握と検討を行い、必要に応じた対策を講じてまいりたいとお話を

させていただいたところです。  

同じく、１７時３０分から、この日は農業委員会の要望に続きまして、

蘭越町畑作組合の西元組合長とＪＡよう てい蘭越支所土井所長が原油

及び農業生産資材価格高騰に伴う要望書を提出されました。  

肥料や燃油、資材の価格が上昇し高止まりしているにもかかわらず、

需給のバランスによりコスト上昇分を販売単価に転嫁 されづらい状況

から、町内生産基盤の維持が懸念されるとして、秋に使用する米の乾燥

用灯油や年間を通じた農業用燃料の高騰対策を求めたいとして要望を

受けたところです。  

物価の高騰が農家経営に深刻な影響を及ぼしていることに理解を示

し、何らかの対策を検討する旨、お約束申し上げたところでございます。 

ただちに、担当課に検討を指示したところであり、今回の補正予算に

対策事業を計上しておりますので、内容については、後ほど御説明をさ
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せていただきたいと思います。  

８月１０日、８時５０分から、この日は道営農地整備事業連絡協議会

の向山会長はじめ町内６地区の期成会会長が来庁され、道営農地整備事

業に係る農家負担について、引き続き町独自の軽減対策について要望を

受けたところでございます。  

８月１５日、月曜日、１１時から、この日は山村開発センターにおい

て、はたちのつどいが執り行われ、お祝いの御挨拶をいたしております。

成人年齢の変更に伴い、従来の成人式をはたちのつどいと改め、節目を

祝う式典として実施をいたしました。当日は、冨樫議長、熊谷副議長に

も御臨席を賜り、また恩師の先生もお招きし、町内外から３４名のはた

ちの若者たちが出席しております。代表して河村琉聖さんが、はたちの

決意を述べられたほか、友人との久しぶりの再会を喜ぶ姿もみられ、終

始和やかに式典を終えております。  

２ページ、８月２６日、１４時から、この日は株式会社ゼンリン北海

道支社の箙宗一支社長が来庁され、本町と災害時における地図製品等の

供給等に関する協定を締結いたしました。  

この協定は、ゼンリンから本町の広域及び住宅地図の無償提供と、イ

ンターネット上で住宅地図を確認できるＩＤの貸与を受け、災害時の現

場確認や住民の避難誘導、支援機関などとの情報共有に活用を図るもの

で、町ではこの協定の締結により、住民の皆さんの安全・安心な暮らし

を守る防災・減災対策の推進に寄与できるものと考えております。  

３ページ、９月７日、１３時３０分から、この日は北海道道立蘭越高

等学校地域連携特例校の再編整備に関する北海道議会議員との意見交

換会が開催され、出席をいたしております。  

北海道教育庁は、地域連携特例校における再編整備を留保する高校

は、第１学年が２年連続して１０人未満となった場合は再編整備を進め

ることとしております。  

この度、北海道町村会が主体となり、道内の地域連携特例校１８町村

の首長等が参加をし、北海道町村会民生文教役員併せて２２名で、自民

党・道民会議教育振興議員連盟議員と意見交換を行いました。  

地域連携特例校における取組状況を４名の首長が事例説明を行い、私

もその一人として蘭越高校の存続に伴い、町の支援や地域と共に考える

会の活動内容などを説明をいたしました。  

北海道教育庁では、来年２月にこれからの高校づくりに関する指針を
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策定することとしており、現在議論を進めており、今後も蘭越高校存続

のため募集活動や高校の魅力づくりなど関係機関と連携し推進を図っ

てまいりたいと考えております。  

９月１２日、月曜日、午前１０時から、この日は本町が推進する花い

っぱい運動に永年に携わり、尽力された町の環境美化の向上に貢献され

ました、蘭越町在住の伊藤初代さん、熊谷利枝子さんの２名の方に対し、

功労表彰を授与いたしました。  

受賞されたお二人は、これまでの活動に敬意を表するとともに、健康

には留意され、今後も町の環境美化の向上に協力くださるようお願いを

いたしたところでございます。  

次に、主な農作物の生育・出荷状況について御報告を申し上げます。  

これまでの気象概況ですが、８月の平均気温はおおむね平年並みで推

移しましたが、下旬に最低気温が低くなっております。  

日照時間は、上旬は平年を下回りましたが、以降はおおむね平年並み

で推移しております。  

降水量は、上旬から中旬にかけ多くなり、特に８月１５日から１６日

にかけて１２０．５ミリの大雨になりました。  

主な農作物の生育・出荷状況でございますが、水稲は、生育進度が２日

早く、不稔歩合も平年並みとのことです。７月以降の茎数不足の影響に

より、穂数が少なく、一穂籾数も少ないことから、総籾数も少なくなって

おります。登熟は順調で、収穫は、９月上旬から始まっており、玄米バラ

受調整施設では、９月１２日から受け入れを開始いたしております。  

９月１３日、昨日、検査場に私と農林水産課長で伺い、お話をお聞きし

ました。  

今年の米はタンパク質は５％台の後半、６％台の前半、そして品質も

素晴らしいと話されておりまして、このまま続いていくことを願ってい

るところでございます。  

馬鈴薯は、降水量が多かったことによる規格外が多く、小玉傾向では

あるものの、収量は確保されているとのことです。  

大豆は、平年並みの生育で、草丈も長く、葉数、着莢数は平年並みで推

移しているとのことです。  

メロンは、本町分受入数量は８月３１日現在１万６，６４２箱で、前年

同期の９２．９％となっております。  

販売状況については、全道各産地、生育がやや遅れ気味で推移してお
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り、出回り数量が少なく荷動きはスムーズになっております。  

例年、お盆明けは一時的に出回り量が多くなり、単価は弱含みで推移

しましたが、全道各生産地が曇天・降雨の影響を受け、札幌市場では前年

を下回る入荷が続き、中心規格  秀５玉で４，５００円から４，０００円

と昨年同期で１，５００円から１，０００円高くなっており、今後も堅調

な単価での推移が見込まれるとのことです。  

トマトは、本町分受入数量は８月３１日現在３４８トンで、前年同期

の８２．３％となっております。  

受入数量は、日照不足の影響により着色が遅く、昨年より緩やかに増

加、８月１６日に今シーズン初めて２０トンを超える受入数量となりま

した。  

昨年は、高温による軟化症状が多発しましたが、本年は品質も良く、秀

品率が高い状況が継続しているとのことです。  

販売状況につきましては、本州産が８月上旬にピークを迎え、すぐ数

量減少になったことに加え、本町を含め全道的な日照不足による着色待

ちと、小玉傾向であったため、数量・箱数が伸びず、全国一斉のピークが

無いまま推移し、中心規格秀Ｍ４キロが２，１００円から１，９００円

と、昨年同期と比べ３００円ほど高くなっており、相場も極端な下落は

なく、現在まで推移しているとのことです。  

以上、主な農産物の生育・出荷状況についての行政報告を終わります。  

次に、給水メーター更新工事における量水器番号の報告誤りによる水

道料金誤請求についての御報告を申し上げます。  

平成２７年に施工した給水メーター更新工事において、施工した請負

業者が、集合住宅の１階及び２階の住戸の量水器番号を相互に取り違え

て町へ報告したことにより、水道料金の請求額に過不足が生じたもので、

本年８月に実施した給水管漏水修理により判明をいたしました。  

これにより、過大に請求した金額８万８，２１２円に還付加算金を加

えた９万２，６１２円を還付するものでありますが、これが判明した後、

速やかに還付すべきものと判断し、予算の流用により既に支出させてい

ただいたところでございます。  

また、過少に請求したものにつきましては、民法の規定に基づき２年

の消滅時効を適用し、１万４，５２０円を請求しております。  

なお、今後の再発を防止する観点から、請負業者に対しては、メーター

器設置後の作動確認をした上で設備番号を報告するよう徹底させている
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ところでございます。  

なお、この件に関しての処分について、委員会等に諮問をし、検討をい

ただくようにしております。  

以上、給水メーター更新工事における量水器番号の報告誤りによる水

道料金誤請求についての行政報告を終わります。  

次に、８月１５日から１６日にかけての大雨による被害状況について

御報告申し上げます。  

まずは、今回の大雨により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞

いを申し上げます。  

８月１５日から１６日にかけて、前線を伴った低気圧が北海道を通過

し、前線や低気圧に暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状況が非常に

不安定となったことから、道南を中心に広い範囲で雨が強まり、記録的

な降水量になったところもございました。  

今回の大雨で本町も全域にわたって、河川等の氾濫による水田・畑の

冠水、町道の法面崩壊や路盤流出、町河川に係る道路横断管の土砂閉塞

などの被害が発生し、また、道道においても、蘭越ニセコ倶知安線、岩内

洞爺線、蘭越岩内線で通行止めが行われました。  

 ８月１５日は、午後５時過ぎから雨が降り始め、その後、どんどん雨量

が増し、翌１６日の午後２時までの２１時間で、１２０ミリの降水量を

記録し、ピーク時には１時間に１８．５ミリを観測しております。  

本町においては、１６日の午前８時２０分に、警戒レベル３相当の大

雨警報が防災気象情報として提供され、その後、午前８時３６分に大雨

警報、午前９時４２分に洪水警報が発令され、尻別川の水位も急速に上

昇したことから、町内の広範囲にわたって被害が発生するものと推定し、

防災担当課に災害体制を取るよう指示をし、被害の状況を把握するため、

職員による被害調査を実施いたしました。  

 当日の被害状況ですが、道路については、道道で土砂崩れの恐れがあ

ることから、蘭越ニセコ倶知安線が午前９時から午後６時まで、岩内洞

爺線、岩内蘭越線が午後１時から翌１７日の午前８時まで、通行止めと

なりました。  

町道では、路盤流出が１０か所、法面崩落が１か所で発生し、道路被害

は１１か所、町河川では、町道冠水が１か所、道路横断管の土砂閉塞が１

か所で発生し、河川被害は２か所となっております。  

また、尻別川河川敷地の山村広場も冠水し、流木やプラスチックごみ
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などの漂着物が散乱・堆積し、せせらぎ水路を中心に土砂の汚れや悪臭

も深刻であったため、１８日に町内業者１社と羊蹄山ろく消防組合消防

署蘭越支署の協力を得て、職員が漂着物の撤去と清掃作業を実施したと

ころでございます。  

次に、農業被害につきましては、河川の内水氾濫による水田、畑の浸水

が７１か所で発生し、特に大谷・淀川地区では、茅部川の溢水や用水路の

オーバーフローにより広範囲にわたり浸水しました。  

また、尻別川の増水に伴う樋門操作による内水氾濫も発生し、田畑の

冠水に対する排水ポンプ車の出動要請があり、町から小樽開発建設部に

お願いして、淀川樋門外２か所において排水活動が実施されております。 

なお、今回の災害による農業関係の被害面積は１８．８１９ヘクター

ルでありますが、浸水が早期に解消したため、農産物については品質の

低下は懸念されますが、通常どおり販売が可能と報告を受けたところで

ございます。  

なお、この災害の復旧に係る費用につきましては、一部公共土木施設

災害復旧事業に申請する箇所を除きまして、単独分の復旧に要する経費

及び排水ポンプ車の出動に伴う経費を、本定例会の補正予算として提案

させていただきますので、よろしくお願いをいたします。  

以上、８月１５日から１６日にかけての大雨による被害状況について

の行政報告を終わります。  

次に、蘭越診療所の診療体制について、御報告を申し上げます。  

令和 4 年 8 月３０日夕方に、蘭越診療所太田医師より、長期療養が必

要と診断を受けたとの申し出がありました。  

これを受け、髙階院長、加藤医師と、太田医師が療養される期間中の診

療所の運営について協議をいたしました。  

両医師からは、太田医師が療養される間、土曜診療は休診として、月曜

から金曜日までの平日の診療はこれまでと変わらずに２人で診療にあた

るとの意思を確認できましたので、これを私も両医師をお願いをいたし、

9 月 7 日より一部変更した診療体制で診療所を運営しております。  

太田医師が、私と面談した際に、自己の都合による体調不良により不

在となることへの謝罪と、療養後には蘭越診療所へ復帰し地域医療に携

わりたいとのお話を伺いました。  

私も、まずはゆっくりと療養に努めていただき、完治されたのちには

住民の皆さんの健康、命を守る地域医療に携わっていただくよう、心よ
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り願っているとお伝えをいたしたところでございます。  

太田医師の療養期間中、診療所に通院される方にはいろいろと御不便

をおかけすることとなりますが、診療所の体制を維持していけるよう、

診療所運営に関して今後も髙階院長はじめ、加藤医師、診療所スタッフ

と協議を重ね、取り組んでまいりますので、御理解いただいきますよう、

よろしくお願い申し上げる次第でございます。  

なお、町民の皆さんへの周知については、9 月 3 日から院内に掲示、

5 日からふれあい通信、並びに町ホームページにて周知しております。  

また、明日１５日発行の行政協力員文書でもお知らせをする予定です。 

以上で、蘭越診療所の診療体制についての行政報告を終わります。  

次に、本日提案いたします議案の提案理由の大綱について、御説明を申し

上げます。  

同意第１号については、後志公平委員会委員の選任につき同意を求めるも

のでございますが、１０月３１日に任期満了となります委員につきまし

て、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づきまして、議会の同意を

お願いするものでございます。  

議案第１号におきましては、蘭越町議会議員及び蘭越町長選挙における選

挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の議決をお願いするもので

ございます。  

公職選挙法施行令の一部改正により、選挙運動の公営に要する経費に係

る限度額の引き上げについて、条例の一部を改正させていただくもので

す。  

議案第２号につきましては、蘭越町職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例の議決をお願いするものでございます。  

人事院規則の一部改正により、国家公務員に係る育児休業の取得回数制

限の緩和等の措置が講じられたことに伴い、地方公務員についても同様の

措置が求められていることから、条例の一部を改正させていただくもので

す。  

議案第３号については、工事請負契約の締結についての議決の一部変更

について、議決をお願いするものでございます。  

資材価格の高騰により設計内容に変更を要するため、令和４年６月１６

日付で議会の議決を経た蘭越町総合運動公園野球場大規模改修工事に係

る工事請負契約の締結についての一部を変更することについて、地方自治

法第９６条第１項第５号及び蘭越町議会の議決に付すべき契約及び財産
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の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決をお願

いするものでございます。  

議案第４号については、令和４年度蘭越町一般会計補正予算第５号でご

ざいますが、歳入歳出それぞれ３億９，３４３万８，０００円の追加をお

願いするものでございます。  

歳出の主な内容ですが、総務費では、財政調整基金積立金１億５，０００

万円の追加、公共施設整備基金積立金１億４，０００万円の追加、旧三和

小学校体育館ほか解体工事１，３８０万円、地域情報通信基盤施設移設等

手数料２６４万９，０００円の追加、町税過誤納金還付金及び還付加算金

１０１万５，０００円の追加、また、新型コロナウイルス感染症対策費と

して、新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料１，３１３万８，００

０円、蘭越町高齢者世帯等生活支援事業補助金６３３万６，０００円、農

業経費高騰対策支援事業補助金１，９００万円など、合わせまして３億５，

５２６万９，０００円の追加。民生費では、自立支援給付負担金返還金３

５万６，０００円、子ども・子育て基金積立金１４０万円の追加など、合わ

せまして２９３万８，０００円の追加、衛生費では、会計年度任用職員報酬

964 千円の減、浄化槽設置整備事業補助金３３１万３，０００円の追加な

ど、合わせて１９５万７，０００円の追加。農林水産業費では、農地利用

効率化等支援事業補助金３００万円、豊国地区道営農地整備事業負担金２

５０万円の追加、薬用植物成分試験手数料３６３万円、薬用植物栽培地域活性

化業務委託料３７９万５，０００円など、合わせまして１，９５４万８，００

０円の追加。商工費では、チセヌプリトイレ配管修理６０万５，０００円の追

加。土木費では、昆布 B・C 団地改修実施設計委託料５３２万４，０００

円、公宅屋根張替修理１９０万円などの追加、合わせて８４７万４，００

０円の追加。災害復旧費では、町道鮎川線災害復旧応急修繕２２万２，００

０円、町道鮎川線災害復旧調査設計業務委託料１８８万１，０００円など、

合わせて４６４万７，０００円の追加となり、歳出総額３億９，３４３万

８，０００円を追加するものでございます。  

歳入につきましては、普通交付税２億５，０３９万２，０００円の追加、新

型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金１，２６４万２，０００

円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２，３１５万８，

０００円の追加、農山漁村振興交付金１，０００万円、臨時財政対策債４，

１３６万８，０００円の減など、合わせまして歳入総額３億９，３４３万８，

０００円を充当するものでございます。  
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議案第 5 号につきましては、令和４年度蘭越町地域振興事業特別会計補

正予算第１号でございますが、歳入歳出それぞれ１，２３９万２，０００

円の追加をお願いするものでございます。  

歳出につきましては、地域振興事業財政調整基金積立金１３０万円の追

加、売店用品１，０３２万５，０００円の追加など、合わせまして歳出総

額１，２３９万２，０００円の追加、歳入につきましては、売店売上収入

１，２３９万２，０００円を充当するものでございます。  

議案第６号については、令和４年度蘭越町国民健康保険特別会計補正予

算第２号でございますが、歳入歳出それぞれ９万円の追加をお願いするも

のでございます。  

歳出につきましては、北海道自治体情報システム協議会負担金９万円の

追加、歳入については、前年度繰越金９万円を充当するものでございます。 

議案第７号につきましては、令和４年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別

会計補正予算第１号でございますが、歳入歳出それぞれ１８４万８，００

０円の追加をお願いするものでございます。  

歳出につきましては、給油タンク取替修理１８４万８，０００円の追加、

歳入につきましては、前年度繰越金１８４万８，０００円を充当するもの

でございます。  

認定第１号から第１１号につきましては、令和３年度蘭越町一般会計歳入

歳出決算をはじめ、各特別会計の令和３年度歳入歳出決算につきまして、地

方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付するものでござ

います。  

報告第 3 号は、健全化判断比率及び資金不足比率について報告を申し上げ

るものでございます。  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、令和３年度決

算に基づくそれぞれの比率について、監査委員の審査意見とともに報告申

し上げるものでございます。  

なお、詳細につきましては、議案説明の時に、担当課長から説明いたし

ます。  

以上で、行政報告」及び提案理由の大綱の説明を終わります。よろしく

御審議をお願い申し上げます。  

 

○ 議 長 （冨 樫 順 悦 ）  これ を もっ て、 町 長の 行 政報 告 及 び提 案 理由

の大綱説明を終 わります。  
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○議長 （冨樫 順悦）  日程第４ 、 一般質問を行い ます。  

質問の通告があ りますので、 発言 を許します。  

２番金安 議員、 質問席へ着席 願い ます。  

２番金安議 員。  

 

○ ２ 番 （金安 英照 ）  おはよう ご ざいます。  

２番の金安英照 と申します。 どう ぞよろしくお願 いいたします 。  

私 から は で すね 、 本 町に お け る 外 国 人技 能 実 習制 度 の 実態 に つ い

てお伺いをいた します。  

先 般、 新 聞 ・報 道 な どで 外 国 人 技 能 実習 制 度 の見 直 し に政 府 は 本

格的に動きだす とのことであ りま した。  

 法務 省 に より ま す と、 技 能 実習 生 は２ ０ ２ １年 の 時 点で 約 ２ ８ 万

人、道内の実習生は 約１万３，００ ０人、一次産業や建 設業などの 現

場で重要な担い 手となってお りま す。  

 そのような中 で、本町の事業 所 でも制度を活用 されておりま すが、

実習生の現状、（人 数、性別、出身 国、職種等 ）につい てお教え願 い

ます。  

どうぞよろしく お願いいたし ます 。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長（金秀行）  金安議員の本町における外国人技能実習制度の実態

についての御質問にお答えいたします。  

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術または知識を開

発途上地域などへ移転することにより、当該地域の経済発展を担う人づ

くりに寄与することを目的として１９９３年に創設された制度でありま

す。２０１７年には、外国人技能実習の適正な実務及び技能実習生の保

護に関する法律が施行され、新たな技能実習制度がスタートをしており

ます。  

さて、議員からの御質問についてでございますが、本町における外国

人技能実習制度の実態について、実習実施者が管理団体と直接のやり取

りになっておりますので、町としては実態把握ができないことから、道

や振興局へ問い合わせたところ、本町では建設会社２社とその他１社の
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計３社で受け入れをしているとの回答をいただきましたが、会社名や人

数については、直接実習実施者に確認してほしいとのことでございまし

た。  

町が、建設会社・その他の施設での実習生の現状について調べたとこ

ろ、建設会社１社は、受け入れ開始から４年を迎え、ベトナム国籍の男性

６名をとび職として受け入れております。  

もう１社の建設会社については、受け入れから２年が経過し、ベトナ

ム国籍で、職種については建設機械施工として男性４名が実習を受けて

おります。  

 また、その他の施設は、老人福祉施設になりますが、受け入れてから４

年が経過し、ベトナム・ミャンマーから１４名の女性が介護業務に従事

しており、本町の技能実習生は総勢２４名が雇用関係の下で実践的な技

術の習得を図っております。  

 以上が、町が知り得る限りの実習生の現状でございますので、御理解

を願いたいと思います。以上です。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金安議員。  

 

〇２番（金安英照） 町長、お答えいただいてありがとうございました。  

 今回ですね、私、この質問をするに当たりまして、いろいろ調べており

ますとですね、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する法律、今、町長がおっしゃられておりました技能実習法、この中の

ですね、基本理念の第４条にはですね、国及び地方公共団体の責務とし

て、以下のように書かれております。国にこの法律の目的を達成するた

め、前条の基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければなら

ない。２、地方公共団体は、前項の国の施策と相まって地域の実情に応

じ、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施

策を推進するように努めなければならない。と書かれておりました。国

と一緒になって実習生を保護しなければならない責務があると、保護す

るということは地域の実情に応じて守らないといけないし、守るには把

握しておかなきゃならないのではないかなって思うんですよね。ですの

で、私は、法律で責務と書かれておりましたから、質問の順序としては、

まず、最初に本町における実習生の現状からね、町長にお尋ねをしたわ
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けなんです。順序として。ただですね、私もですね、言葉足らずなですね、

しょっぱい質問でしたので、この人、何言いたいのだろうみたいなね、何

というか、一般質問にふさわしくないような内容の入り方になってしま

って、大変申し訳なく思っているんです。でも、このような中で、今、町

長ですね、詳細にね、答弁いただいたということは、私はですよ、法律に

基づいた責務としてはね、町長の今の御答弁と解釈させてもらってよろ

しいでしょうか。お尋ねいたします。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

○町長 （金秀 行）  金安議 員の 再 質問 にお答えをしたいと思います。  

 議員おっしゃるとおり、外国人実習制度の実態については、町のほう

に直接入ってくるのではないということを、まず御理解を願いたいと思

います。その中で、今回、質問もございましたので、道とかそれぞれ関係

機関に担当のほうからお話を聞きながら答弁をさせていただいた経過に

ございます。ただですね、外国人技能実習生が１号、２号、３号ってある

と思いますが、その方々が来た時に、実は私のほうにですね、表敬訪問を

していただいているんですよ。これまでの中からいくとね。その中で、こ

れから働く、そういうのを是非頑張ってもらいたいという激励と、実は

そういう町のほうとして、何か協力ができること、例えば、今の中ではお

金で支援するとか、そういうことはないんですが、住宅状況とかですね、

様々その各施設からの要請とかですね、そういう部分に協力する体制、

これは、今、町のほうで取っているという状況なんです。今、国もいろい

ろ外国人実習生の問題については、いろいろ課題があるので法改正等も

含めて検討しているというようなこともありますので、町としては現状、

今、実習生が大きなトラブルとかそういうものを起こしていない、そう

いう部分はお聞きしておりますので、町としてできるそういうような協

力、これが今、議員おっしゃっている町の責務というふうになるかどう

かはあれなんですが、私としてはそのような協力体制とか支援はですね、

できる限り行えるような体制は整えていきたいというふうに考えており

ますので、御理解を願いたいと思います。   

 

〇議長（冨樫順悦）  金安議員。  
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〇２番 （金安 英照 ）  町長、ありがとうございます。  

 実際にですね、この質問のことでね、職員の皆さんにお尋ねしたとこ

ろですね、いや、そもそも町の事業かどうかなんだよねとか、それから、

業者と監理団体との問題があれで、町もなかなか入っていけないような

ところもあるんだよねというようなお答えをいただいて、何と言うんで

すかね、すっきりしないというか、うまく見えてこないようなお答えを

いただいたものですから、町長に聞いてみようと思ったんですけれども、

どうであったか、そうであったかはいいんです。どうするかがね、これか

らの一大事であって、例えば、法律確認していただいてですね、町長、や

っぱり責務であると、蘭越町には責任と義務でもあるんだなっておっし

ゃってくださっていただいてね、あとはもうそのようにね、体制を整え

ていただければね、それでよろしいのではないのかなとちょっと思った

んです。例えば、わかんないですけれども、わかんないですけれどもね、

例えば、どの部署がね、担当するか、明確なところがね、決まっていない

というようなところで、分からないですけどね、やはり町長にね、方向性

をお示しされて、そこから進んでいけばよいのではないかなって思って

たんです。先ほど町長もおっしゃっておりましたけれども、この度ので

すね、制度の見直しの理由には日本で働きながら技術を学び、発展途上

国の人材育成を主な目的とする一方、実際のところ日本人の労働環境が

厳しい業種を中心に人出を確保するための手段にちょっとなってきちゃ

っている。国際貢献とうたいながら我々日本人のね、人手不足を補う労

働力となってきちゃっているから、その当初のお題目と今の実態がかい

離をしているところでありまして、さらにね、そこから実習先でのいじ

めや暴力などの人権侵害、それから賃金やスキルの誤差から発生します・

不当な扱いなどがね、あげられております。やはり、言葉も違いますし、

文化も違いますし、ましてね、親、兄弟、家族を置いてきてまでもですよ、

志高く学びに来ている方々にね、何をやってくれているんだというんだ

と、胸の痛い思いなんです。本町では、先ほど町長おっしゃっていました

けども、そのようなことはね、無いとは思いますが、何かしらのね、有事

の際にはですね、それは町は関係ないわということにはならないのでは

ないかなと思うんです。確かにそこの施設、そこの会社のとっての労働

力ではありますが、広く言えば、それは蘭越町のね、大きな力にもなって

いるんじゃないかなって感じるんですよね。ですので、保護しないとい

けないのではないかなって思っているんですけど、町長どうでしょうか。 
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〇 議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  金安議員の再質問にお答えをしたいと思います。  

 議員おっしゃるとおり、職員がちょっとどういうような対応をとった

かという部分もあるんですが、制度上の部分として町ができること、で

きないことというのがあるという意味でですね、今回、外国人実習生の

ことについては、そういうような発言をしたのではないかなというふう

に、ちょっと私も直接聞いてませんので、あれなんですが、ただですね、

町としては労働対策というのは町が行っていかなければならない部分な

んです。それと併せて、町民が安心安全に暮らしていける、そういうよう

なことも町として行っていかなければならない。ですからそれが外国人

の技能実習生であろうが、いろんな日本人であろうが、そういうものも

含めた部分の中で労働対策というのは、それぞれやっていかなきゃなら

ないし、安全対策というものも行っていかなければならないという認識

は、私は持っております。そのような中で職員にも対応してくれという

ふうな部分を、お話をしております。今、外国人技能実習生は、議員おっ

しゃったとおり、かなりですね、いろんな条件が、こちらに来てですね、

賃金が安いとか、いじめがあったりとか、そういう中で、失踪していると

か、そういう状態が出ている。ですから、国のほうも、大臣がですね、早

急にその有識者会議を開いて検討を進めるというコメントをしていると

思うんですよね。ですから、町のほうとしては、せっかく労働力として来

ていただいた方々を、実は町でもね、来ていただければ、私どものところ

に来ていただければ、広報でこういうふうに来ていますよというのも紹

介をしているんです。ですから、そういう中で、蘭越町内に外国人技能実

習生が入ってきているということを町民の皆さんにも知っていただきな

がらね、それぞれ町民の皆さんにも協力していただいて実習生がきちん

と研修できる、そういうような体制を町民共々ですね、とっていければ

非常に実習生の生活も含めて研修しやすいのではないかなというふうに

思っております。そのようなことから、町のほうとしてできること、そう

いうことをですね、今の法的な部分もございますが、これについては協

力体制は努めていきたいという考えではいます。御理解願いたいと思い

ます。  
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〇議長（冨樫順悦）  金安議員。  

 

〇２番（ 金安英 照 ）  先ほどの技能実習法のですね、ここの基本指針の

中でですね、技能実習生が地域住民として生活することなどの理由から

地方公共団体の技能実習に関与することとなると書いてあるんです。今、

町長がおっしゃられたことはですね、こういうことなのかなって感じて

おります。その他にですね、地方公共団体及び機構は必要な情報交換を

お互い行って相互の密接な連携の確保に努めることが求められるという

ことも書かれてあるんですよね。ですので、今回、私はですね、制度がね、

どのようにこれから改正されるかは分かりませんが、その準備とね、整

えにはね、しっかりしたものをあてていただきたいんです。今、せっかく

の折柄かと思うんですよね。最初は、事業者さんにどうですか、お変わり

ありませんかみたいなところから、なんか地域レベルに発展してね、整

備をしてですね、例えばその地域で連絡会ですとか、地域交流会的なね、

情報共有の体制づくりですとか、あとその技能実習生基金みたいなもの

もね、設立、条例の制定とかですね、そういう話のところまでね、今日は

提案させていただきたかったんですけれども、でもそれよりも、何をす

るにも、町長おっしゃるとおり、根っこの部分のね、何か、あなた方日本

に来て、蘭越町に来てね、困ったことないですか、あなた方何か悩み事あ

りませんかって、町もしっかりあなた方を見てますよって、応援してま

すからねっていう、何かそういう、なんですか、マインドというか、そう

いう親交の部分で本町の姿勢であって、金町政の蘭越町の姿ではないか

なって思うんです。それで蘭越で学んだこと、この町に来て良かったと、

彼女、彼らはそう感じて、次の人生のキャリアアップにつながるのであ

れば、そして、その時の思いはね、また将来日本でね、働きたいっていう

端緒となって、今度私たちがその方たちにお世話になるかもしれません

けれども、そうなればね、本当に安心安全の町、蘭越町の果たす役割は大

きいのではないかなと感じております。この件につきまして、僕は蘭越

町にはいち早く対応していただきたいんです。こういう方々の集まりだ

と思っていますから、私は。認識不足や、例えば近隣で出遅れるような自

治体がね、ございましたなら、それは僕は、町長、金町長がね、是非ね、

喚起していただきたいんです。そうやってなんか大きなうねりというか

ね、動きになって、制度の改正に臨んでいただきたいなって、そういう願

いを込めましてですね、最後に町長から答弁お願いします。  
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〇 議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  金安議員の御質問にお答えしたいと思います。  

 この法の制度によって、町ができることとか、そういう部分というの

はあると思いますが、今、議員から御質問いただいた部分を受けてね、実

態がきちっとどうなっているかというのが、今回、改めて各事業所のほ

うにお話を伺いましたし、これを契機にいろいろまた調査をしたりとか、

それとか、町のいろんなイベントとか行事、そういうのにも参加をして

いただいて、蘭越のことをよく知っていただくとかですね、そういうこ

とを進めていくことによって、実習生がその蘭越町で環境良く研修でき

るということにもつながていくかなというふうに思っております。先ほ

ど議員がおっしゃられた、その基金とか、そういう部分については、ちょ

っと今の中では答弁は差し控えさせていただきますが、これから外国人

技能実習生というのは、ますます労働力不足の中で増えてくるというこ

とは予想されますので、町のほうでも労働対策という部分の中で、きち

っと認識をしながらですね、対応に努めてまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解を願いたいと思います。以上です。  

 

〇議長（冨樫 順悦 ） これをもって 、金安 議員の質 問を終わり ます。  

 ここで １０ 分 間、休憩をい たし ます。  

 再開は１１時 といたします 。  

  

〇議長 （冨樫 順悦）  再開いたし ます。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  休憩前に 引 き続き、一般質 問を行います 。  

次に、８ 番 赤石 議員、質問席 へ着 席願います。  

 ８番赤石 議員 。  

 

○８ 番 （赤石 勝子 ）  私からは１ 点、お伺いいた します。  

薬 用植 物 の 生育 状 況 及び 今 後 の取 組 方に つ い て お 伺 い いた し ま す 。 

 現在 、 試 験栽 培 を 行っ て い る薬 用 植物 の 今 年の 生 育 状況 は い か が

でしょうか。  

 また 、 今 年春 に 下 阿達 の 栽 培を ４ 戸の 農 業 者に お 願 いし た は ず で
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すが、生育状況 、収穫状況を お聞 かせください。  

 また、株式会社夕 張ツムラと の 契約も今年で終 わると思いま すが、

今後も栽培を続 けていく予定 かお 伺いいたします 。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長（金秀 行）  赤石議員の薬用植物の生育状況及び今後の取組方に

ついての御質問にお答えいたします。  

はじめに、町内で試験栽培している薬用植物の今年の生育状況でござ

いますが、高麗ニンジンは、シミックホールディングスにより、種子や１

年根の提供を受け、今年で４年目、シミックとの取組は３年目を迎えま

した。  

今年は、１年根のニンジン２００本の提供を受け、ポットに移植し、現

在まで順調に成長しておりますが、２年目以降の発芽が思わしくないこ

とから、冬期間の栽培方法に課題を残すこととなりました。  

また、ヒキオコシ、延命草については、昨年度、シミックホールディン

グスより、山梨県の小淵沢にて栽培していたものの提供を受け、一冬を

越えまして順調に生育しているところです。  

栽培は、雑草を処理する程度で管理がしやすく、株分けを行うことで

増やすことができるため、今年度においても面積を拡大の上、栽培に取

組んでいるところで、育毛剤としての有効性も報告されていることから、

成分試験を行うことにしているそうでございます。  

赤ジソ、下阿達については、昨年町内で栽培を行い、その際採取しまし

た種により、今年度播種を行いました。  

今年は、下阿逹に興味を持たれております方々に苗を提供するかたち

で、町内農業者３戸と加工品に興味がある自営業者１戸により、合計２

反程度の面積で栽培者とシミックホールディングスとで委託契約を結び、

栽培を行っております。  

また、シミックホールディングスでも並行して、昨年より面積を拡大

し、栽培を行っているとのことでございます。  

定植後は、順調に生育し、７月から８月にかけまして、順次１回目の収

穫を行い、各圃場とも、予想以上の収穫となっておりまして、茶刈り機に

より収穫したシソは、乾燥したものは加工品への試作とされ、随時収穫

している生葉については、町内の飲食店へと持ち込まれ、それが活用さ
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れ、メニューとして提供されている飲食店もあるなど、試行錯誤いただ

いている最中でございます。  

また、シソオイルの抽出等も行われてるということでございまして、

先日は、１００キロ程度収穫し、蒸留所へ配送されたと伺っております。  

その後も順調に収穫を重ねていることから、活用方法について、シミ

ックホールディングスの取組に協力していきたいと考えているところで

ございます。  

最後に民間事業者との契約により栽培している蒼朮ですが、議員御指

摘のとおり、本年で３年契約の最終年を迎えます。  

当初、民間事業者が蒼朮の試験栽培地を探していたとのところに、町

所有農地を活用することとして、栽培地としての適性や課題等を調査す

ることを目的に始まったものでございます。  

３年間の委託栽培を通して、新たな展開等がありませんでしたので、

蒼朮の栽培は一旦終了することとして、今後、農地の活用について、現在

検討を進めたいと考えておりますので御理解を願いたいと思います。以

上でございます。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  赤石議員。  

 

〇８ 番 （赤石 勝子 ）  はい。ありがとうございました。  

 それでは、今年の下阿達については３戸の農業者と、あと１件は試験

だということで、順調に収穫にはできたようですか。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  赤石議員の質問にお答えします。  

 ３戸の農家の方に苗を提供してですね、圃場で生育をしていただきま

した。お聞きしているところによるとですね、非常に生育も良く、茶刈り

機で刈り取って、そしてまた生えてくると、それを刈り取るというよう

な状況なので、この蘭越町においては、今後、この下阿達については、い

ろんな方が生産というか、作付をしてですね、次の段階に入れるような

かたちにはなるのではないかというふうに私も期待をしている状況でご

ざいます。以上です。   
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〇議長 （冨樫 順悦）  赤石議員 。  

 

〇 ８ 番 （赤 石 勝 子 ）  下阿 達 がそ うい う ふう に して 収 穫 まで 進 んで

い って 、 茶 刈り 機 で 、こ れ は シミ ッ クさ ん で 機械 を 持 って き て 刈 っ

て 、収 穫 し たも の は 全部 シ ミ ック さ んに 持 っ てい く ん です か 。 そ れ

で、今なんか町内の、生 葉の使用で 、町内の飲食店でも 使っている と

いうんですけど 、幽泉閣なん かで も使用している のでしょうか 。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  再質問に お 答 えいたします。  

 まず 、 茶 刈り 機 は シミ ッ ク の所 有 の も の で ござ い ま す。 そ れ を 活

用 して 刈 り 取る と 。 まず 、 シ ミッ ク と生 産 者 の人 方 が 委託 契 約 と い

う 、そ う い う契 約 の もと に ま ず行 っ てお り ま すの で 、 シミ ッ ク が 全

て それ を 刈 り取 る と いう よ う なか た ちで 進 め てお り ま す。 そ れ と 、

葉については、生の ものについ て は、幽泉閣において もですね、たま

たま私、先般、行った時 に、刺身の ツマに大葉と下 阿達が載って いる

というような料 理がございま した 。それと併せてデザ ートにです ね、

絞 った 汁 を 入れ た り とか 、 切 った 赤 ジソ を で すね 、 そ の上 に か け て

と か、 そ う いう の で 食べ て み ると 、 非常 に 下 阿達 自 体 が柑 橘 系 の 味

がするので、また違っ た部分でで す ね、おいしく感じたと ころです。

また町内の飲食 店においては、ち ょっと私、食べてま せんが、春巻き

と かで す ね 、そ う い うの に 活 用し て いら っ し ゃる と い うこ と で 、 大

変 おい し い とい う よ うな こ と をで す ね、 私 も お聞 き し た部 分 で ご ざ

い ます 。 幽 泉閣 に お いて も 様 々、 こ れか ら い ろん な 料 理に 活 用 す る

と いう こ と も含 め て 、現 在 検 討し て いる と い う状 況 で ござ い ま す の

で、御理解を願 いたいと思い ます 。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  赤石議員 。  

 

〇 ８ 番 （赤 石 勝 子 ）  はい 。 町長 もす ご い力 を 入れ て い るこ の 下阿

達なんですけど、是 非、これからも 蘭越町に根付い てね、収穫がも っ

と こう い う ふう に 育 てて み た いと い う農 業 者 が現 わ れ たら 、 シ ミ ッ

クさんではそれ を対応して、 持っ て行ってできる んでしょうか ね。  
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〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  質問に お答 え します。  

 シミ ッ ク ホー ル デ ィン グ ス とし て はで す ね 、今 、 実 は小 淵 沢 に シ

ミ ック ウ エ ルと い う 農業 生 産 法人 を 持っ て い まし て 、 その シ ミ ッ ク

ウ エル の 営 業所 を 、 実は 蘭 越 町に 置 いて お り ます 。 そ れは キ ー ス プ

リン グ ニ セコ の と ころ に 営 業所 と いう か た ちの 中 で 置い て お りま す 。

今、お聞きしている 中では、その従 業員が１名、きちっ と家族共々 蘭

越 町に 来 て いる ん で すが 、 さ らに 従 業員 を 増 やし た い とい う ふ う な

お 話を 伺 っ てお り ま す。 そ れ によ っ てシ ミ ッ クで 苗 を きち っ と 生 産

を する と 、 その 苗 を 蘭越 の 生 産者 の 方々 に 提 供を す る 、そ う い う こ

とがですね、きちっ とできるよ う になれば、非常に私 としては、らん

こ し米 、 そ して 生 薬 とい う 部 分と 温 泉と い う ふう に つ なが れ ば 、 非

常 に健 康 と いう 部 分 も、 町 に もこ れ から い ろ んな 部 分 でＰ Ｒ で き る

の では な い かな と い うこ と で 期待 を して お り まし て 、 産学 官 の 連 携

か ら次 の 一 歩踏 み 込 んだ で す ね、 生 産者 が き ちっ と 作 って い た だ い

て 、そ の も のを い ろ んな 二 次 加工 を 含め た 加 工品 と か です ね 、 物 に

使える、そういうふ うに徐々に で すが、進めて、今はいっ ているとい

う よう な 状 況な の で 、こ れ か らの シ ミッ ク と して は で すね 、 農 複 連

携 、そ れ も 含め た か たち の 中 でき ち っと 苗 を 販売 で き る体 制 を 整 え

て いき た い とい う ふ うに お 聞 きし て おり ま す ので 、 御 理解 を 願 い た

いと思います。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  赤石議員 。  

 

〇 ８ 番 （赤 石 勝 子 ）  はい 。 下阿 達に つ いて は 、明 る い 兆し と いう

か 、そ う い うい ろ い ろシ ミ ッ クさ ん も考 え て くれ て い るよ う で す の

で、是非、それをもう蘭 越のね、特 産としてもって いけるように 頑張

っていただきた いと思います 。夕 張ツムラの 蒼朮ですか、あれは今年

でそしたら終わる予定なんですね。あそこの圃場も結構広い面積あるの

でね、その使用というのか、あそこに下阿達を植えるというような考え

はないでしょうか。  
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〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  赤石議員の 質 問にお答えしま す。  

 蒼朮については、夕張ツムラさんのほうと、それから民間とですね、そ

の部分の中で一旦３年契約をしましたので、今回、それを生産者の人方

に作ってもらえる体制というのをなんとかとりたかったんですが、そこ

までいかなかったので、３年契約なので、一旦ですね、あそこの部分の圃

場での部分は取りやめるというふうに決定しました。実は、あそこはま

だ町の研修農場地という部分なんですね。ですから、シミックホールデ

ィングスさんのほうには、シソを植えているところは農地としてきちっ

と賃貸契約をして貸しているんです。ただあそこの場所は、まだ研修農

場の、町の所有地なので、そのへんのところは新たないろんなものを研

修するという、そういう役目も果たしているし、まだトマトの研修とか

そういう部分についても、その部分は引き続き、もし来た場合ですよ、そ

いうふうに対応できる、そういうことも考えていかなかったらならない

というふうに考えているので、そのへんのところは内部で十分検討しな

がら、結構面積も大きいので、十分、ただ下阿達だけっていうふうに限ら

ずですね、町のいろんな農業振興を果たしていくために必要な農地だと

いう認識の部分の中で検討してまいりたいというふうに考えております。

御理解を願います。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  赤石議員 。  

 

〇８番 （赤石 勝子 ）  はい。最後 です。  

 下阿達につい ては、なんかそ う いう農業者もね、育 ててくれて、収

穫 も順 調 に いっ て い ると い う こと で すけ ど ね 、こ の 種 子で す よ ね 、

伊 藤先 生 は 種は よ そ にや ら な いで と いう こ と であ れ で すの で 、 そ の

点 は契 約 者 とも う 慎 重に 契 約 を結 ん で、 種 子 は外 部 に 漏ら さ な い よ

うなあれで、蘭越町 独自のね、あれ にするというよ うに努めて、こ の

蘭 越町 で な かっ た ら 下阿 達 が 作れ な いと い う よう な 決 まり と い う の

か 、そ う い うの を し っか り 守 って や って ほ し いと 思 い ます の で 、 そ

のへん。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  
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〇町長 （金秀 行）  御質問 にお 答 えします。  

 下阿 達 に つい て は 、シ ミ ッ クと 生 産者 の 方 々で 委 託 契約 を 結 ん で

おります。その委託 契約の中で は ですね、苗は全部抜 いて、そしてシ

ミ ック の ほ うで 全 部 持っ て 来 ると 。 持っ て 来 ると い う か、 シ ミ ッ ク

で 全部 管 理 をす る と いう ふ う にな っ てお り ま す。 で す から 、 種 の 問

題が流れてしま うとですね、非 常 にどこでも作っ て、作られると 、せ

っ かく 蘭 越 のブ ラ ン ドと い う もの が なく な り ます の で 、そ の へ ん の

と ころ は 十 分、 管 理 の部 分 を 徹底 し た部 分 で 行い た い なと い う ふ う

に思っています。抜 き取った非 常 に、苗とか、結構大きい 部分ですか

ら、結構大きい部分 ですから 、こ れ については、種とは 別として、そ

れを薬草ですか ら、幽泉閣の温泉 の 中にですね、そのシソ というか、

そ の部 分 を 入 れ た り とか 、 よ く薬 草 湯と い う か、 そ う いう の も あ る

ので、そのへんが で きないかと か ですね、そういうの も今現在、検討

しているという ことでござい ます 。苗、種については、きち っと管理

の もと に 行 うと い う こと で 契 約を し てる と い うふ う に 伺っ て お り ま

すので、御理解 を願いたいと 思い ます。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  赤石議員 。  

 

〇８番（赤 石勝子 ） はい。本 当に 種が一番ね、よそに出ま われば大

変なことになり ますので、そこ を きちっとして、これ からも是非、こ

の、町長もいつも力 を入れてい る 下阿達をね、慎重に ですね、農業者

も 収穫 し て もら っ て 、シ ミ ッ クさ ん で持 っ て 行っ て 、 たく さ ん の 農

業者が、私も 今年や ってみたい、や ってみたいって 言って、それで 間

に合うかどうか ね、そういう点 も 鑑みながら、これか らも是非、蘭越

の 特産 品 と して 続 け てい く よ うに お 願い し て 終わ り ま す。 よ ろ し く

お願いします。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  答弁いいで すね。します。  

 金町長。  

 

〇町 長 （ 金 秀 行 ）  非常 に 私も 産 学官 の 試験 と い うか 、 連携 の 中で

今 回始 ま っ た部 分 を 次の 段 階 にき ち っと 進 め たい と い うふ う に 思 っ
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て いま す 。 その た め には 、 今 回作 っ てい た だ いた 生 産 者の ３ 戸 の 皆

さ んに き ち っと で す ね、 そ の 状況 を 聞い て 、 そし て ま た作 り や す さ

と か、 こ ん なよ う な 課題 が あ ると か 、そ う い うの を 懇 談を し な が ら

進 めた い と いう の は シミ ッ ク のほ う から お 聞 きし て お りま す 。 こ れ

を 契機 に 少 しで も 多 くの 皆 さ んが 作 って い た だい て 、 非常 に 米 プ ラ

ス アル フ ァ の蘭 越 の 特産 と い うか 、 そう い う もの が 出 来上 が る こ と

を 非常 に 私 も期 待 を して お り ます し 、徐 々 に です が 少 しず つ 進 め て

いるという現 状 ですので、御理 解 を願 えれば とい うふうに思い ます。 

 

〇８番 （赤石 勝子 ）  よろしくお 願いいたします 。  

 

〇議長（冨樫 順悦 ） これをもって 、赤石 議員の質 問を終わり ます。  

次に、１０番熊 谷議員、質問 席へ 着席願います。  

 １０番熊谷議 員。  

 

〇 １ ０ 番（ 熊 谷 雅 幸 ）  私 か ら ゼ ロカ ー ボン 北 海道 に 向 けて の 本町

の取組について 質問させてい ただ きます 。  

 現在 、 国 や北 海 道 を挙 げ て 地球 温 暖化 抑 制 のた め 、 温室 効 果 ガ ス

の排出削減に取 り組んでいま す。  

 近年 、 温 暖化 の 影 響に よ る 平均 気 温上 昇 な どで 生 態 系へ の 影 響 、

健 康へ の 被 害、 激 し い雨 の 降 る頻 度 の増 加 な どの 異 常 気象 の 発 生 が

懸念され ていま す。  

 道内 に 関 して い え ば、 １ 人 当た り の温 室 効 果ガ ス 排 出量 は 寒 冷 地

という特性もあ り ますが 、全国に 比 べ約１．３倍と言われ ています。  

 本町 に お いて も 、 建物 の 断 熱性 能 向上 に 対 して の 補 助金 制 度 や 建

築 物に 対 し ての ヒ ー トポ ン プ の活 用 、ま た 地 熱や 排 熱 等の 熱 利 用 に

取 り 組んでいま す。  

 ２０ ５ ０ 年温 室 効 果ガ ス ゼ ロ社 会 の実 現 と いう い わ ゆる ゼ ロ カ ー

ボン 北 海 道に 向 け ての 本 町 の今 後 の取 組 に つい て お 聞 か せ く ださ い 。 

  

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長（金秀 行）  熊谷議員のゼロカーボン北海道に向けての本町の取

組についての御質問にお答えをします。  
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北海道では、ゼロカーボン北海道の実現に向けた取組として、全国１

位の導入ポテンシャルを有する、風力発電、太陽光発電、中小水力発電な

どといった再生可能エネルギーの活用によって、人間活動による温室効

果ガスの排出量の低減を図り、併せて全国１位の２２％を占める森林な

どの吸収量で均衡を達成し、温室効果ガスを実質ゼロにするもので、北

海道の優位性を最大限に活用した温室効果ガス排出抑制等の対策が、現

在進められております。  

さて、ゼロカーボン北海道に向けて、本町の今後の取組についての御

質問でございますが、本町においては、平成３１年、２０１９年３月に蘭

越町地球温暖化対策実行計画を策定し、２０３０年度に町の事務・事業

から排出される温室効果ガスの排出量を２０１７年度の５，３０４トン

と比較して、４０％削減の３，１８２トンにすることを目標として、現

在、取組を進めております。  

今後は、国や北海道の最新の動向や本町における再生可能エネルギー

の導入ポテンシャルと、それら導入量等を踏まえて、新エネルギービジ

ョンの改定を次年度から進めるとともに、次のとおり取組を行いたいと

考えているところでございます。  

まず、老朽化が顕著な蘭越中学校と山村開発センターについては、現

在、長寿命化改修計画をしておりますが、そのほかエネルギー消費量の

多い施設や削減効果の高い施設なども含めて、再生可能エネルギーの設

備導入や、省エネ改修等、対策について検討したいと考えております。  

次に、役場庁舎周辺については、保健福祉センター、山村開発センター

をはじめ、公共施設が集積しておりますので、再生可能エネルギーを活

用したエネルギーの供給源として、送電と消費を一体的に実施し、災害

時にも自立運転可能なマイクログリッド化、小規模電力化の実現可能性

について検討したいと考えているところでございます。  

そして、町の総面積の約７８％を占める森林の有効活用として、森林

環境譲与税を活用した植林や間伐などの促進により、未利用林や荒廃し

た森林の整備、都市緑化の推進、林業の活性化等を図り、温室効果ガスの

吸収源対策として、活力ある森林づくりを計画的に実施したいと考えて

いるところです。  

さらに、公共施設の温室効果ガスの排出削減を図るほか、現在使用し

ている公用車についても、電気自動車などの次世代自動車への更新を計

画的に行ってまいりたいと考えております。  
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また、民間事業者が行う本町の自然特性を活用した再生エネルギーへ

の協力も必要と考えております。  

昨年９月から、寿都町と本町において、１０基の風力発電施設の運転

が行われております。また、現在、湯里地区で調査が行われている地熱

や、７月２９日の議員全員協議会で御説明申し上げた、新たな風力発電

事業などの計画が検討されておりますが、その開発に当たりましては、

地域との信頼関係の構築と共生を図ることが重要となりますので、設備

の安全性や環境、景観の保全など、必要な事項について、事業者に対し、

適切な情報の提供と十分に配慮した事業の実施を求めてまいりたいと考

えております。  

いずれにいたしましても、２０５０年のゼロカーボンの実現のために

は、住民をはじめ、事業者・関係団体など幅広い関係者との連携や協働、

国や北海道からの支援も重要となります。  

それらを踏まえて、ゼロカーボン北海道の実現に向けて本町の取組を

進めてまいりたいと考えておりますので、御理解を願いたいと思います。

以上です。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  熊谷議員 。  

 

〇 １ ０番 （ 熊 谷 雅 幸 ）  全体 に網 羅さ れ てお り まし た ので 、 テー マ

少し分かれて い ますので 、少 しず つ質問させてい ただきます。  

ま ず最 初 に 、北 海 道 のゼ ロ カ ー ボ ン 宣言 都 市 とい う の が、 全 部 で

７ ７と い う ふう に 言 われ て お りま す けれ ど も 、私 は こ の 登 録 に 特 に

こ だわ る 必 要は な い のか な と いう ふ うに 思 い ます 。 議 会も 町 民 も 知

ら ない う ち にた だ 宣 言す る だ けと い うよ う な 町 も あ っ たよ う に 聞 い

ておりますけど、そ ういうこと の ないように、十分、町で 中身を揉ん

で 、行 政 や 町民 と の コン セ ン サス を とっ て か らで も 十 分じ ゃ な い か

な とい う ふ うに 思 っ てお り ま す。 北 海道 の プ レゼ ン 資 料、 私 も い ろ

ん な説 明 会 の中 で １ 冊持 っ て いる ん です け ど も 、 そ の 中に 注 目 さ れ

る 取組 に 蘭 越町 の 温 泉、 排 湯 熱活 用 とも み 殻 活用 に つ いて 紹 介 さ れ

ています。その中で 私、ちょっと興 味あったのが、もみ 殻について で

す が、 燃 料 につ い て は、 Ｓ Ｄ Ｇｓ に 最も 適 し てい る 商 品で あ り ま し

て 、地 産 地 消の エ ネ ルギ ー と して 非 常に 注 目 され る の かな と い う ふ

うに思います。これら について、も う少しチラシで 宣伝をすると か、
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商 品の 特 性 をも う 少 し説 明 し て、 地 球に や さ しい 商 品 をあ え て 購 入

す る方 も 現 在増 え て きて お り ます の で、 こ の へん の 宣 伝効 果 と 可 能

性 につ い て どの よ う に考 え ら れる か 、一 つ 再 質問 さ せ てい た だ き ま

す。   

 

〇 議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  熊谷議員の質問にお答えしたいと思います。  

議員おっしゃっていただいた、温泉排湯熱、さらにはもみ殻の事業、こ

れは経産省の、国の１００％の交付事業を行ってですね、実施した事業

でございます。特に、もみ殻については秋に収穫されたもみ殻が産業廃

棄物という部分の中でなかなか活用ができない、どちらかというと、燃

やしてしまうというような状況があったものですから、これをなんとか

活用できないかということで、経産省のほうと研究を重ねてもみ殻の燃

料棒というふうに、機械を導入して現在販売をしているという状況です。

今、議員おっしゃったとおり、もう少し宣伝効果が足りないのではない

かということで、本当に、実はあのもみ殻の燃料棒については、キャンプ

で活用したりとか、普通の薪ストーブの代わりにもなるというふうな部

分です。燃焼その他火力、これについては十分検査もしておりますし、有

害な物質というか、そういうものも発生しないということも、実は検査

の中で実証されておりますので、議員おっしゃったですね、そういう部

分のもう少しＰＲ効果は十分内部で検討して進めたいというふうに思っ

ております。特に、もみ殻については、それを活用することによって燃え

た部分はケイ酸ということで、それを土壌に田んぼに返すことによって、

非常に循環型の効果があるということで、私も非常に期待をしている部

分です。ただ、その燃料を作るのがなかなか外に置いてあるもみ殻とか、

そういうのとか、石が混じってるとか、そういう部分については、なかな

かその棒の中で、機械が故障したとかですね、いろんなものがあるとい

うことで、今回もまた大阪のほうから業者が来て、きちっと機械の点検

をしながらまた進めるようなかたちになります。できればそういうもみ

殻を活用した部分の中で、どんどんその燃料棒を作ってですね、そして

いろんな部分で使っていただくようにしたいなという願いはございます

ので、ＰＲ等含めて内部で対応してまいりたいというふうに考えている

ところです。この事業と併せて、ちょうど幽泉閣の温泉排湯熱、排湯ので
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すね、部分を、実はこの事業と同じくやることができました。おかげさま

で２億、ちょっとはっきりした数字は今、２億５、６，０００万くらいの

事業費のうち、１億８，０００万が国のほうからいただきました。それと

道のほうの補助金、さらには起債、そういうものも使わせてもらったの

で、非常に一般財源というのは少ない部分の中で、今回、幽泉閣のその事

業もできたということで、今後においても、その再生可能エネルギーの

活用というのは重要だというふうに考えておりますので、ＰＲ等も含め

て十分進めてまいりたいというふうに考えております。御理解願います。 

 

〇議長 （冨樫 順 悦）  熊谷議員。  

 

〇１０ 番（熊 谷雅幸 ） 十分説明い ただきました。もみ殻につい て、

や はり 十 分 特徴 を 捉 えて 今 後 も宣 伝 をし て ほ しい な と いう ふ う に 思

います。  

 次、企業のカーボ ン オフセッ ト について質問さ せていただき ます。 

 企業 向 け には ゼ ロ カー ボ ン につ い て募 集 し てい る ウ ェブ サ イ ト と

いうのがありま して、モア・トゥリ ーズという、坂本龍 一氏が作っ て

い るサ イ ト なん で す け ど 、 中 身は 数 町村 が 登 録し て い るだ け で そ ん

な にそ れ ほ ど 重 要 で は な い な と気 が して あ り ま し た け ども 、 一 応 参

考 まで に 見 てみ て ほ しい な と 思い ま す。 我 が 町に お い ては 、 企 業 向

け のカ ー ボ ンオ フ セ ット 事 業 に向 け たポ テ ン シャ ル 、 非常 に 高 い な

と思います。ですか ら、先ほど町長 おっしゃったよ うに、森林資源 そ

の 他あ り ま すの で 、 そう い う パン フ レッ ト を 十分 作 成 して 、 蘭 越 町

で いろ ん な 分野 で 付 き合 い が ある 企 業に 是 非 売り 込 ん でほ し い な と

い うふ う に 思い ま す 。都 市 部 では 森 林は 持 っ てお り ま せん の で 、 可

能 性は 十 分 はあ り ま す。 そ う いう 意 味で 企 業 用 の こ う いう 取 組 も し

て おり ま す 。こ の 企 業 の 方 の 出す 排 出量 を こ ちら で 賄 える と い う よ

う なも の を 作っ て 、 町長 と し ても ト ップ セ ー ルス と し て対 応 し て い

く べき で は ない か な と思 い ま すが 、 この へ ん につ い て の考 え 方 ど う

でしょうか。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  熊谷議員の 御 質問にお答えし ます。  
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 企業 の カ ーボ ン オ フセ ッ ト 、私 も 非常 に こ の部 分 に つい て は 、 町

の 森林 利 活 用の 部 分 につ い て は、 企 業の 協 力 の部 分 の 中で 進 め て 行

け れば 一 番 いい な と いう ふ う に思 っ てい ま す 。議 員 お っし ゃ っ た と

おり、今ですね、各数町 村と 企業が 行っているとい うことで、私も 聞

い たと こ ろ によ る と 、そ の カ ーボ ン オフ セ ッ ト自 体 の 事業 の 部 分 は

で すね 、 企 業の ほ う で な か な か取 り 組 み づ ら いと い う かで す ね 、 い

ろ んな 書 類 とか そ う いう も の があ っ て、 進 む 部分 に つ いて は 、 ち ょ

っと 検 討 を要 す る とい う よ うな こ と が ち ょ っと 聞 い たこ と あ りま す 。

そ れで 、 今 、国 は も っと 企 業 がカ ー ボン オ フ セッ ト 事 業に 参 入 し や

す いよ う に 検討 し て いる と い うの は です ね 、 林野 庁 の 担当 の ほ う か

ら ちょ っ と お聞 き し た こ と が ござ い ます 。 そ うい う 部 分の 中 で 森 林

の 持っ て い るも の を です ね 、 町は 民 有林 と し て、 環 境 譲与 税 を 使 い

な がら や っ てい く ん です が 、 企業 と 一緒 に な って そ う いう も の を 買

い 取っ て 、 そし て 協 力し て く れる と いう ふ う にな れ ば 、一 番 い い こ

と では な い かな と い うふ う に 思っ て いま す 。 その へ ん の仕 組 み が ま

だ 、こ ち ら が考 え て いる 部 分 とな か なか カ ー ボン オ フ セッ ト 事 業 と

い うの が マ ッチ ン グ しな い と いう か 、そ う い うと こ ろ に私 は ち ょ っ

と 原因 が あ るの で は ない か な とい う ふう に 思 って い ま すし 、 国 も そ

の こと に つ いて は 十 分、 中 身 の検 討 をで す ね 、そ う い うし て い く と

い うふ う に 伺っ て お りま す の で、 今 後、 や は り蘭 越 町 の森 林 を き ち

っ と整 備 し てい く 、 そう い う 部分 の 中に で す ね、 企 業 も一 緒 に 入 っ

て もら っ て 行っ て い くと い う こと は 非常 に 重 要な こ と だと い う ふ う

に考えておりま すので、十分、内部 のほうでも検討 しながら、そう い

う 考え 方 が ある と い う部 分 の 中で 御 理解 い た だけ れ ば とい う ふ う に

思います。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  熊谷議員。  

 

〇 １ ０番 （ 熊 谷 雅 幸 ）  これ らに つい て まだ 国 等の 事 業の 仕 組み が

十分でないとい うことで、理解 を いたしましたの で、今後、可能性は

ありますので、 考えていって ほし いなというふう に思います。  

先 ほど お 話 あっ た 中 で、 風 力 発 電 の 新し い 事 業等 に も あり ま し た

け れど も 、 通行 道 路 の開 発 に よっ て も木 材 の 活用 や 、 木材 市 場 で も

現 在、 価 値 が非 常 に 高い 木 材 、ま た バイ オ マ ス燃 料 と して も 非 常 に
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不 足し て い ると い う 状態 に あ りま す ので 、 こ れら に つ いて 可 能 性 が

あ るの か な とい う ふ うに 思 い ます 。 調べ て み まし た ら 、日 本 の エ ネ

ル ギー の 自 給率 が 国 内の 資 源 では １ ２％ 程 度 しか な い んで す ね 。 こ

れで は 多 少上 昇 し てき て い ると い うこ と に 驚き を 覚 えま す け れど も 、

資 源を 持 た ない 国 で すか ら 、 特に 再 生エ ネ ル ギー 、 町 で出 し て い る

再 生エ ネ ル ギー 計 画 やゼ ロ カ ーボ ン 、ま た い ろい ろ な 平成 ３ ０ 年 に

出している、新エネ ルギービジ ョ ン、再生可能エネル ギー計画書、こ

れ をよ く 十 分読 ん で 見ま し た けれ ど も、 非 常 に素 晴 ら しい 、 い い こ

と 書い て あ りま す の で、 こ れ から 地 熱や 風 力 など の 地 元の エ ネ ル ギ

ー も十 分 活 用で き て いく の で はな い かな と 思 いま す 。 また 、 町 の こ

う いう も の を使 う こ とに よ っ て、 地 域に 残 る お金 が 出 てく る 、 循 環

社 会 が 生 ま れて ま い りま す の で、 こ のへ ん に つい て ち ょっ と お 伺 い

したいと思いま す。   

 

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  熊谷議員の 御 質問にお答えし ます。  

 町の ほ う とし て は 、 答 弁 の 中で も ちょ っ と 触れ た 部 分が あ る ん で

すが、自治体として の取組とし て は、今後、再生可能エネ ルギーの部

分 でい け ば 公共 施 設 等を 含 め たで す ね、 改 修 等を 行 っ てい く べ き だ

というふうに考 えております。そ のために実は、役場 周辺、このへん

の とこ ろ は 公共 施 設 が固 ま っ てお り ます の で 、そ う い うと こ ろ に 太

陽 光を 使 っ て自 家 消 費で き る とい う か、 そ う いう よ う な事 業 な ん か

も是非、考えていき たい。そして、余った電力を売 るという、それ も

実は、今、国のほうとで すね、担当 のほうで協議を させている状 況で

す 。町 で は そう い う よう な 自 治体 と して 取 り 組め る 方 法を ま ず 考 え

ていきたいとい うことを一つ 。  

それと、議員からも おっしゃら れ た民間の活力で す。現在、風力発

電、寿都、蘭越で１０ 基が稼働し て おります。そして、さ らに寿都が

会長としてです ね、うちも入っ て いるんですが、洋上 風力発電、この

部分についても 今、協議会が設 置 されて、今、一緒に協議 をしており

ま す。 非 常 に洋 上 風 力発 電 も 有望 と いう 部 分 もあ り ま すの で 、 そ の

へ んに つ い ては 十 分 です ね 、 協議 に も一 緒 に 入っ て 検 討し て ま い り

たいというふう に思っており ます 。それと、今、日出・湯里 地区でや
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っ てい る 地 熱開 発 で す。 こ の 地熱 開 発に お い ても 、 非 常に 効 果 が 出

る ので は な いか と い うこ と で 、１ 本 に非 常 に 当た っ た とい う か で す

ね 、こ れ か ら開 発 に 弾み が つ くよ う な状 況 と なっ て お りま す の で 、

こ のへ ん に つい て も 、町 の ほ うで 協 力で き る 部分 に つ いて は し て い

きたい。そして先般、全 員協議会で お話した風力発 電です。これに つ

い ても 、 事 業者 の 部 分の 中 で 、こ れ は地 元 の 理解 と か いろ ん な 景 観

と か、 い ろ んな 問 題 もあ り ま すの で 、き ち っ と理 解 を 得た 部 分 の 中

で 進め て い けれ ば な とい う ふ うに 考 えて お り ます 。 こ れが 地 元 の 民

間 事業 者 と して 行 う 部分 に つ いて 、 町が 協 力 でき る こ とは し て い き

たいと。  

最 後が や は り森 林 整 備で す 。 Ｃ Ｏ ２ を削 減 す るた め に は、 い ろ ん

な 部分 の 中 で削 減 も 必要 で す が、 吸 収す る と いう こ と によ っ て 、 ト

ー タル で ゼ ロす る と いう こ と が必 要 です 。 そ の二 酸 化 炭素 を 吸 収 す

る とい う も のに 最 も 効果 が あ るの は 森林 で す 。そ の 森 林整 備 を き ち

っ と行 っ て いく と い うこ と も 必要 で ある と い うふ う に 考え て お り ま

す。特に、環境譲与税、こ れから環 境税というふう にだんだんな って

い きま す 。 その た め に、 き ち っと 住 民か ら の 税金 を も らっ た 部 分 の

中 で整 備 を 進め て い かな け れ ばな り ませ ん の で、 町 に おい て も で す

ね、森林整 備に ついては重点 を置 きながら行って いきたい。  

こ の３ つ を 柱と し て です ね 、 私 は 再 生可 能 エ ネル ギ ー の問 題 に つ

いて、地球温暖化防 止、カーボンニ ュートラル、その対 策のために 行

っ てい き た いと い う ふう に 考 えて お りま す の で、 御 理 解を 願 い た い

と思います。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  熊谷議員。  

 

〇 １ ０番 （ 熊 谷 雅 幸 ）  最後 にな りま す けれ ど も、 庁 舎中 心 のマ イ

ク ログ リ ッ ド方 式 と 、私 も 名 前は 初 めて 見 た んで す け ど、 非 常 に 良

い 施策 だ な とい う ふ うに 思 い ます の で、 是 非 、こ れ は 進め て い っ て

ほ しい な と いう ふ う に思 い ま す。 老 婆心 な が ら太 陽 光 とい う 話 も あ

り まし た け れど も 、 現在 、 い ろい ろ な太 陽 光 のパ ネ ル とか あ り ま す

け れど も 、 意外 に 壁 パネ ル が 良い と いう 話 が 出て お り ます 。 そ れ は

雪 解け 時 期 の反 射 熱 が新 た に 取り 入 れら れ る とい う 可 能性 が 高 い と

い うこ と で 、廃 棄 物 にな る 可 能性 も 少な い で すか ら 、 壁パ ネ ル と い
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うの は 非 常に 有 効 に活 用 さ れて い ると い う 話も 聞 い てお り ま すの で 、

参 考ま で に お話 を し ます け れ ども 、 先ほ ど 言 った よ う に、 役 場 庁 舎

の建物を含めた 地熱利用、また Ｌ ＥＤ 化、新エネルギ ー、非常に期待

を して お り ます の で 、こ の へ んを 十 分進 め て いっ て ほ しい な と い う

ふうにお話をし まして質問に 代え させていただき ます。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

〇町長 （金秀 行）  熊谷議員の 御 質問にお答えし ます。  

 今、 担 当 のほ う で は国 の 職 員の ほ うと で す ね、 マ イ クロ グ リ ッ ド

化 、そ れ と か幽 泉 閣 ので す ね 、た ま たま ヒ ー トポ ン プ を利 用 し て 重

油 から 変 え まし た 。 重油 は ほ とん ど 使わ な い 状況 で 、 今は 非 常 に Ｃ

Ｏ２削減につい ては効果があ ると 。ところが、現在のとこ ろ、このヒ

ートポンプをす るのに電気代 とい うのが、今、思ったより ですね、電

気 料金 上 が って ま す よね 。 そ うい う よう な 部 分に 対 応 する も の が 何

か ない か っ てい う こ とで 、 国 のほ う と協 議 を して お り ます 。 そ れ は

議 員が お っ しゃ っ た 太陽 光 で す。 太 陽光 の 部 分を 設 置 をす る こ と に

よ って 自 家 発電 が で きる 。 自 家 消 費 でき る と 。そ れ で さら に 余 っ た

部 分を 売 電 する と い うよ う な こと が でき な い かど う か って い う の を

で すね 、 今 、国 の ほ うと 詰 め てお り ます 。 そ れが で き るよ う に な れ

ば、幽泉閣とか、今言っ た 役場周辺 、そこの部分もヒー トポンプを 活

用 しな が ら 地中 熱 を やっ て 、 そし て それ を 太 陽光 に よ って 自 家 消 費

す ると い う ふう に な れば 、 循 環型 で です ね 、 電力 と い うも の が 回 っ

ていきます。そして 強いて言え ば、それは再生可能 エネルギー、カ ー

ボ ンニ ュ ー トラ ル に つな が っ てい く とい う ふ うな か た ちに な る と 思

い ます の で 、ち ょ っ とま だ こ のへ ん につ い て は、 時 間 を要 す る 部 分

が ある ん で すが 、 前 向き に こ れは 今 、担 当 の ほう で 副 町長 を 中 心 と

しながら今、検討を させて、国と協 議を進めており ますので、その 状

況 によ っ て はま た 議 会の 皆 さ んに も 御報 告 さ せて い た だき た い な と

いうふうに思っ ておりますの で、 御理解を願いた いと思います 。  

 

〇 １０ 番 （熊 谷雅幸 ）  終わりま す。  

 

〇議長（冨樫 順悦 ） これをもって 、熊谷議員の質 問を終わり ます。  
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次に、５番永井 議員、質問席 へ着 席願います。  

５番永井議員。  

 

○５番 （永井 浩）  それでは、 私 から質問させて いただきます 。  

ら んこ し 米 のさ ら な るブ ラ ン ド 力 の 向上 を 目 指し て と いう こ と で 、

本町の基幹産業である農業、特にらんこし米はその主たる産物でありま

す。  

本町においては、らんこし米の高品質化、他産地との差別化を図るた

め、様々な政策をしてまいりました。  

品質の安定化、農作業の軽減化のため、育苗施設の設置、低タンパクで

おいしいらんこし米の生産・出荷、それと特別栽培米の生産等々、各政策

には当初、様々な意見があり、それぞれ行政側にとって苦難の船出であ

りましたが、らんこし米のブランド力アップの政策が実を結び、現在に

至っております。  

ひとえに、行政のリーダーシップと生産者の向上心の賜物と考えてお

ります。  

また、生産者自ら、さらなるらんこし米の向上を図るため、米―１グラ

ンプリを開催し、らんこし米の全国においての立ち位置を知るとともに、

らんこし米のおいしさ、生産者の実力を全国に発信し、本町の生産者や

全国の生産者に大いなる刺激と生産の活力となっております。  

そんな中、らんこし米、品質保証します、商標登録を活用し、ブランド

力向上も目指すということで、らんこし米のブランド力を高めるため、

町はらんこし米商標登録票を製作し、一定の基準を満たした米の販売に

使用を認めており、らんこし米を消費者が安心して求めていただき、ひ

いては生産者の経営の安定化が図られるものと思っています。  

さらに、らんこし米のさらなるブランド力アップのため、北海道にお

ける北海道地域団体商標の登録、農林水産省におけるＧＩ、地域的表示

産品の登録を目指してはいかがと考えますが、いかがなものかお伺いい

たします。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

○町長（金秀 行）  永井議員のらんこし米のさらなるブランド向上を目

指してについての御質問にお答えします。  
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１点目の北海道地域団体商標登録についてですが、本制度は、地域の

ブランド力の保護による経済の活性化を目的に、特許庁が２００６年か

ら導入したもので、現在、北海道で３７品目が登録されております。お米

はＪＡ東川が出願した東川米、ホクレンが出願した北海道米の２品目と

いう状況です。  

登録のメリットですが、商標権としてその効力が全国に及び独占的に

使用する権利が得られます。  

また、ブランド力の向上による商品価値の上昇が見込まれ、品質管理

を行うことで、生産・製造方法の向上につながることが期待されます。  

担当課でも、これまで本登録制度を検討したところでございますが、

出願団体の要件が農協や漁協、また、商工会やＮＰＯ法人となっており、

北海道では、全てが組合や連合会からの出願という状況でございます。  

なお、名称を使用する権利は、団体の構成員で、本町の場合、仮に農協

がらんこし米を登録した場合、組合員以外がらんこし米を使用する際は、

農協の許可が必要となります。  

農協以外への出荷や個人販売される場合は、農協の許可を要するため、

組合員以外の生産者から同意を得ることは難しいというふうに考えてお

ります。  

地域、生産者、農協、行政が一体となった取組なしには成し得ないと予

想され、また、本町では、平成１９年にらんこし米が商標登録されている

現状を鑑み、まずはその活用を進めていきたいというふうに考えている

ところでございます。  

次に、ＧＩ、地域的表示産品の登録についてお答えをいたします。  

本制度は、地域で育まれた伝統を有し、高い品質等が生産地と結びつ

いている農林水産物などの名称を知的財産として保護する制度です。日

本では農水省が２０１５年に導入をいたしました。  

この制度についても、担当課で北海道農政事務所の職員を招き、検討

を進めたところでございます。  

ＧＩ制度は、産品としての特性を明確にする必要があり、北海道では

十勝川西ながいも、最近では、ところピンクにんにくなど、６品目が登録

をされています。  

他産地と異なる明確な特性が必要とされ、全国的に栽培されているお

米の登録は、今のところ１品目もない状況で、登録のハードルは非常に

高いということを農政事務所の職員から報告を受けたところでございま



- 38 - 

 

す。  

らんこし米のブランド力は、ある程度浸透していると認識しておりま

すが、さらなるブランド力の向上が必要との考えは、私も議員と同様で

あり、現在、ＨＡＬ研究所、北海道農業研究所とらんこし米のブランド化

について、担当課で検討を行っているところでございます。  

具体的には、ブランドの現状や消費者の評価、流通と販売の現状など

を把握した上で、今後の取り組む方向性、展開を協議中であります。  

いずれにしても、生産者から望まれるブランド化を進めなければ意味

がないことから、各方面の御意見もいただきながらブランド化対策を進

めてまいりたいと考えておりますので、御理解を願いたいと思います。

以上です。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  永井議員。  

 

○５ 番 （ 永 井 浩）  確か に 、そ の 出願 す る条 件 を 満た さ なけ れ ばな

ら ない の は 、確 か に 農業 だ っ たら 農 業協 同 組 合、 ほ か 商工 会 だ と か

商 工会 議 所 、Ｎ Ｐ Ｏ 法人 だ と か あ る んで す が 、確 か に 本当 に 難 し い

ことはわかって、勉 強させてい た だきました。今、ＨＡＬ 研究所なる

と ころ と で すね 、 ら んこ し 米 につ い ての ブ ラ ンド ア ッ プ向 上 に つ い

てですね、研究して いるという こ とは、すごく、今、初め て聞いて頼

も しく 思 っ てお り ま す。 た だ です ね 、蘭 越 で とれ た か ら全 部 ら ん こ

し米ではないと いう感覚、今、農業 者はなってきて ます。蘭越でと れ

た おい し い 米が ら ん こし 米 な んだ っ てい う 状 況で す ね 。だ か ら 、 Ｊ

Ａ で集 め た 米が 全 部 らん こ し 米と し て認 め ら れ る か 、 蘭越 で 育 て た

ら んこ し 米 だか ら 、 らん こ し 米と 言 われ る の かも し れ ない け ど 、 お

い しい ら ん こし 米 な のか っ て いう と ころ を 、 今、 農 業 者は 突 き 詰 め

てい ます。それで例 えば、こういう ＮＰ Ｏ法人とい う、例えばあっ た

ら、そういう努力し たいグルー プ が、何名か、何団体か 集まって、そ

こ で独 自 の 審査 を し て、 私 た ちの グ ルー プ は これ 以 上 の、 例 え ば タ

ンパク量、これ以下の ものでない と 出しませんとか、毎年 審査して、

ほ かの 農 家 の人 た ち にあ な た 方が や った ら な んか 、 私 の米 の ブ ラ ン

ド 力上 が る から 仲 間 に入 れ て って 言 って も 、 その 中 で 審査 し て や っ

ぱ りあ な た のと こ ろ は だ め で す。 逆 に言 っ た ら、 自 分 が最 初 に 立 ち

上 げた 人 た ちの 米 で さえ 落 ち るか も しれ な い 。そ う い う農 業 者 グ ル
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ープを作って、例え ばＮＰＯ法 人 とかなんとかそ ういうのを作 って、

こ うい う 独 自審 査 を やっ て 、 それ が 町だ と か 何か が 管 理団 体 も 一 緒

に なっ て 申 請し て く とい う 方 法が あ るの で は ない か な って 思 っ た わ

けです。また、農業者 が今ですね、変な話、例えばＪＡ ようていの お

芋 は、 確 か これ に 認 定さ れ て いる ん です ね 。 じゃ あ そ のＪ Ａ よ う て

い のお 芋 は 蘭越 も 含 まれ て い るの か 、喜 茂 別 も入 っ て いる の か 、 京

極も入っている のか、当然、倶知安 も入っているの かと、どこが主 な

んだ、どこの芋なん だっていう の は分からないん ですよね。特に、例

え ば気 を 付 けな き ゃ なら な い のは 、 例え ば バ ラ 集 荷 、 前も ち ょ っ と

確 認し た ん です け ど 、そ ん な こと は ない で す よと 、 バ ラ集 荷 だ っ て

蘭越の米だけじ ゃないですよ ね。今、集まってるの。蘭越 の米だけで

すか。確か違うよう な話聞いた ん ですけど、ええ。それも あくまでも

分 から な い じゃ な い です か 。 外か ら 見て た ら 。な ん と なく う た が っ

て しま う 。 また 、 例 えば 米 の 収穫 業 者が 蘭 越 周辺 の 米 を集 め て 出 荷

元 が蘭 越 だ から ら ん こし 米 に 変わ っ ちゃ う と 、そ う い う米 と 一 緒 に

し ても ら い たく な い 、そ う い う 不 安 を取 り は らっ て 、 消費 者 に 届 け

たい、そしてよりお いしい米、自分 たちで審査して、自 分たちで認 め

た 米を 出 荷 した い っ てい う よ うな 希 望が で す ね、 ど ん どん ど ん ど ん

高まって、これは今 まで、先ほども 書きましたけど も、蘭越町のお い

し いら ん こ し米 を 作 るん だ と いう 施 策 に の っ て 、 ど ん どん ど ん ど ん

今 の熱 意 あ る若 手 経 営者 が ど んど ん どん そ う いう ふ う に思 っ て き て

いるということ なんですよ。よ り らんこし米の中 でもよりおい しい、

本当に、何と言うんで すか。おいし いらんこし米を 出荷するんだ と、

これは例えば変 な話ですよ。例 え ば、それを グループ は、例えばこれ

は 無理 だ と 思い ま す けど 、 蘭 越の 米 ―１ グ ラ ンプ リ で 入賞 し た ら ん

こし米にあれす る地域、特産の ね、商標を与えると か、これは特別 な

ん です よ と いう ふ う にし て い くこ と で、 こ の 米― １ グ ラン プ リ を 母

体 にし て ね 、ど ん ど んど ん ど ん認 め るあ る 種 の高 い 枠 での 認 め る の

を、ここに出品して、ある 程度の評 価を得た米はら んこし米です よ。

おいしいらんこ し米ですよっ てい う、ランク付けをし ていかない と、

や はり 次 な るで す ね 、経 営 者 に引 き 継い で 高 い位 置 で の、 高 み の 位

置 での 次 な る経 営 者 を引 き 継 いで い くら ん こ し米 、 お いし い ら ん こ

し 米と い う のが ね 無 くな る よ うな 気 がす る ん です ね 。 例え ば 、 土 地

は 残る け ど も経 営 者 がい な く なっ た ら米 作 れ なく な っ ちゃ う ん で す
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か ら、 そ う いう の を ちょ っ と 考え て いた だ き た い な と 思っ て こ の 質

問をしたんです が。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

○町長 （金秀 行）  永井議員の 御 質問にお答えし ます。  

 議員 お っ しゃ っ て いる と お り、 ら んこ し 米 のブ ラ ン ド化 、 そ れ を

さ らに 発 信 をし て い く、 そ う いう 部 分の 中 で いろ ん な 認証 制 度 を 活

用 して 行 う こと に よ って い ろ んな 認 知を さ れ ると い う よう な 部 分 に

ついては、私も十分 を理解をし て いるところです。た だ、議員から御

質 問が あ っ た北 海 道 の地 域 団 体商 標 やＧ Ｉ 、 地域 的 表 示、 こ れ に つ

い ては 、 今 の段 階 で はな か な か条 件 があ る の で、 そ れ をら ん こ し 米

と して 登 録 でき る か とい う の はい ろ んな 課 題 があ る と いう 部 分 で 答

弁をさせていた だいたところ です 。その中で町として は、先ほど、議

員 から も お 話が あ り まし た が 、 町 独 自と し て はら ん こ し米 の 商 標 登

録ということで 、一等米、タ ンパク 含有率が６．８ %以下の 蘭 越産１

０ ０％ 、 こ れを ら ん こし 米 の 商標 登 録と い う こと で や って い る と 。

さ らに 今 、 担当 の ほ うで は 、 ＨＡ Ｌ 財団 と 協 議を し て いる と い う の

う はで す ね 、こ れ は まだ も う 一つ 、 この ほ か にら ん こ し米 を さ ら に

ブランド化でき る方法がない かと いうのは、ＧＡＰ という 農業生産工

程管理手法というのがあります。通称ＧＡＰ、Ｇｏｏｄ  Ａｇｒｉｃｕ

ｌｔｕｒａｌ  Ｐｒａｃｔｉｃｅといって、これについては、私は検討

の余地があるのではないかということで、今、担当のほうでですね、その

ことについて協議をしているところです。このＧＡＰというのは食品安

全とか、環境保全とか、労働安全等の持続可能性を確保するための生産

工程管理に取組むということで、農業を行う上で守らなければならない

とか、そういう基準なんですね。これをきちっと行った部分については、

ＧＡＰというかたちで認証を、第三者からですね、受けられるというよ

うなかたちになっております。特に、今、グローバルな社会の部分の中

で、このＧＡＰ制度で認証を受けることによって、このＧＡＰというの

は世界基準の農業認証の一つに挙げられております。食品安全、労働環

境、環境保全に配慮した持続的な生産活動を実践する優良企業に与えら

れる世界共通ブランド、これがＧＡＰです。私はそれをなんとかですね、

今、らんこし米として登録できないかいうことを、その議員がおっしゃ
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った二つの部分については、条件があるんだけど、これだとなんとか入

っていける部分があるのではないかというふうに考えて、今、検討をさ

せているところです。世界では欧州へ輸出する場合は原則このＧＡＰが

ないとできないというふうに言われております。これから欧州以外でも

輸出受け条件に、国が増えるということで、非常に影響力があるという

ふうにも言われておりますので、このＧＡＰ、実は蘭越町でも取ってい

る方がいるんですよね。ですから、やっぱりそういう部分をですね、生産

者と行政も含めながら、連携しながら、世界に発信できるらんこし米、そ

ういう部分にいけるように、今、検討をしているという部分で、二つの部

分については、いろんな制限ありますが、ＧＡＰでなんとかですね、らん

こし米のブランド化を図っていきたいというふうに、今、進めてますの

で、御理解を願いたいと思います。以上です。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  永井議員 。  

 

○５ 番 （ 永 井 浩）  はい 。 大変 良 いお 話 を伺 い ま して あ りが と うご

ざいます。  

 ある程度、勉強、この 質問をする に当たり、一応農業 者とかいろ い

ろ話して、身近にあ った制度、これ どうだろうって いう話を、それ 勉

強 して い て 、 確 か に 難し い 、 本人 た ちも す ご い難 し い とい う の は 認

識 して お り ます 。 し かし 、 や はり 高 みを 目 指 すた め に はや っ ぱ り こ

う いう 質 問 をし て も らい た い なと い う話 も あ った の で 質問 さ せ て も

ら いま し た けど も 、 新た な そ の私 た ちの 知 ら ない で す ね、 知 ら な か

ったことが 新た に 。蘭越町の、何で すか、ブランドアッ プ向上にで す

ね 、手 を 付 けて い る とい う こ とで 伺 って 、 本 当に 安 心 いた し ま し た

の で、 今 後 とも さ ら なる 向 上 を目 指 して で す ね、 リ ー ダー シ ッ プ を

行政がとってい ただきたいと 思い ますので、よろしく お願いしま す。 

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

○町長 （金秀 行）  永井議員の御質問にお答えします。  

 ＧＡＰについても、実は先ほど言ったＨＡＬ財団というですね、人と

のつながりの中で、そういう方と知り合って、きちっと担当者、この部分

でも、今、検討しているというような部分です。ですから、そういうよう
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な世界の情勢とか、国内の情勢とか、そういうものをきちっとわかって

いる人方と担当のほうで協議をして、さらにブランド化を図れる、そう

いうものを推進していくことが、ひいてはらんこし米としてのね、ブラ

ンド化、農業者の生産意欲、そういうものにつながっていくのではない

かなというふうに考えておりますので、今後とも努力してまいりたいと

いうことで、答弁とさせていただきたいと思います。御理解願います。  

  

○議長 （冨樫 順悦）  永井議員 。  

 

○５番（永 井浩 ） 最後にですね 、生産者はですね 、よりお いしいら

ん こし 米 を 生産 す る 意欲 に 沸 いて お りま す の で、 そ れ をで す ね 、 そ

れ に応 え る 施策 を で すね 、 リ ーダ ー シッ プ を もっ て 高 い位 置 で の 、

も っと 高 い 位置 で 、 目標 を 目 指し て です ね 、 頑張 っ て いた だ き た と

思います。以上 で質問を終わ りま す。  

 

〇議長 （冨樫 順悦）  答弁はいい ですね。  

こ れをもって、 永井議員の質 問を 終わります。  

 昼食のため、 休憩をいたし ます 。  

 再開は１３時 といたします 。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  再開いたし ます。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  休憩前に引 き続き、一般質 問を行います 。  

７ 番難波議員、 質問席へ着席 願い ます。  

 ７番難波 議員 。  

 

○ ７ 番 （難波 修二 ）  はい。７ 番 です。  

 質問 を 始 める 前 に です ね 、 ２か 所 訂正 を お 願い を し たい と い う ふ

うに思います。  

 ②の と こ ろで 、 １ ８歳 以 上 とい う のが あ り ます け れ ども 、 こ の 質

問を作った時点 では、１８歳で し た。ところが、国は拡大 をして１２

歳 以上 と い うこ と に なり ま し たの で 、こ こ の 部分 を １ ８歳 を １ ２ 歳

に訂正をしてい ただきたいと いう ふうに思います 。  

 それ か ら 、３ 行 目 です け れ ども 、 来年 ２ 月 とい う ふ うに 書 き ま し
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た 。単 純 に 指の 折 り 方の 間 違 えで １ 月で す の で、 こ の 部分 の 訂 正 を

よろしくお願い したいと思い ます 。  

 それでは、コロナ 感染症対策 の 今後の取組につ いて というこ とで、

御質問をさせて いただきます 。  

 第７ 波 の コロ ナ 感 染者 は 高 止ま り のま ま 推 移し て お りま す が 、 国

は オミ ク ロ ン株 に 対 応し た 新 ワク チ ンの 接 種 を予 定 し てい る と の 報

道があります。また、道 も、自主検 査で陽性だった 人が自身で登 録す

る陽性者登録セ ンターを拡充 する との報道もあり ます。  

 情報 が 錯 そう し て おり 、 私 たち は 今後 ど の よう に 感 染症 対 策 に 努

めればよいのか 、今 一 つわか らな い 状況で ありま す。  

 そこで、次の 点についてお 尋ね をいた します。  

① 、本町のワクチン 接種は、１・２ 回から４回目ま で、年代区分ご

とにどの程度進 められたので しょ うか。  

② 、新 ワ ク チン の 接 種は 、 ２ 回 以 上 打っ た １ ２歳 以 上 が対 象 予 定

で すが 、 ５ か月 の 間 隔 が 必 要 なた め 、 ４ 回 接 種し た 方 は来 年 １ 月 以

降 にな り ま す。 本 町 では 、 年 代区 分 ごと に 接 種順 序 は どの よ う に 検

討されているで しょうか。概 要を お知らせくださ い。  

③ 、本 町 で も連 日 感 染者 が 出 て お り 、誰 で も 感染 の 可 能性 が あ り

ます。医療機関の窮 状から、個人の 抗原検査キット 使用奨励や、軽 症

者 の自 宅 療 養な ど も ある よ う です 。 万一 、 私 たち に 体 調変 化 が あ っ

た 場合 、 ど のよ う に 対処 す べ きか 、 改め て 町 民の 皆 さ んに お 知 ら せ

す る べきではな いでしょうか 。  

以上、３点につ いてお伺いい たし ます。よろしく お願いします 。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

○町長（金秀 行）  難波議員のコロナ感染症対策の今後の取組について

の御質問にお答えをいたします。  

はじめに、本町のワクチン接種は、１・２回～４回まで、年代区分ごと

にどの程度進められたのかについてでございますが、本町において接種

を開始した令和３年５月から令和４年８月末までの年代別の接種率は、

お手元に今回、この資料を提出させていただきましたが、そこの①のと

おりでございます。  

小児は、対象者数１８５名に対して２回目接種完了が７６名で４１．
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１％。一般は、対象者数２，４０９名に対して３回目接種完了が１，８６

６名で７７．５％。高齢は、対象者数１，７５９名に対して３回目接種完

了が１，６５６名で９４．１％。また、６０歳以上の４回目接種完了者数

は、対象者２，０８９名に対して１，６２６名で７７．８％となっており

ます。  

９月５日時点で総理官邸が公開している全国平均と比較すると、いずれ

も、全国平均を上回る接種率となっております。  

次に、新ワクチン接種について、本町では、年代区分ごとに接種順番は

どのように検討しているのかについてでございますが、これらについて

も、資料②を提出してございますが、現在、オミクロン株と従来株に対応

する新たなコロナワクチンの接種について、１・２回目の初回接種を完

了した、１２才以上全ての方を対象に実施することを想定し、接種券発

送開始を１０月中旬をめどとして、準備するよう国から示されていると

ころです。  

また、新しいワクチンの接種については、９月７日に予防接種法の特例

臨時接種期限が来年３月３１日まで延長が決定され、接種後からの接種

間隔については、一昨日の９月１２日に、前回の接種から少なくとも５

か月経過後に接種を行うことができることとされました。  

これらを基に、現時点で検討を進めている年代区分ごとの接種順序は、

４月から５月に３回目及び４回目の接種をされた方の４回目・５回目接

種は、接種済み日程を基準にして５か月経過後の方から順番に接種をす

るよう検討しており、時期としては１０月中旬以降となる見込みでござ

います。  

また、７月末から実施しています４回目接種を済まされた、主に６０歳

以上の高齢者の方の５回目接種については、４回目接種から経過日数を

基準に設定していく予定でありますが、並行して４回目を接種していた

医療従事者や高齢者施設従事者も接種することが見込まれるため、両区

分ともに年明け１月以降に接種開始になる見込みでございます。  

なお、５歳から１１歳の小児について、従来ワクチンによる３回目の追

加接種が承認され、接種間隔は５か月経過後と示されたことから、新し

いワクチンと併せて接種を取り進めることとし、接種開始時期は、１０

月上旬から接種を取り進めるよう準備を進めています。  

いずれにいたしましても、新しいワクチンの接種については、今後も国

から示される情報の収集に努め、準備や周知、接種について取り組んで
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まいりますので御理解を願いたいと思います。  

次に、万が一、町民に体調変化があった場合、どのように対処すべきか

改めて町民の皆さんにお知らせすべきではないかについてでございます

が、御自身や御家族が発熱などの有症状となった場合は、これまでと同

様に、まずは、町内外の医療機関や検査医療機関に電話で相談をされ、そ

の指示に従って受診し、検査を受けていただくことになります。  

その検査の結果、陽性となった場合は、検査した医療機関が保健所へ発

生届を提出し、保健所により御本人へのヒアリングを行い、症状等によ

り、入院や自宅療養、健康観察等の措置がとられることになります。  

なお、町ホームページにおいて、医療機関への受診の目安や新型コロナ

ウイルスに係る相談窓口となる北海道健康相談センターの紹介、北海道

や厚生労働省が公開している情報を得られるよう周知に努めております。 

また、医療機関での検査の結果、陽性となって自宅療養をされる方には、

検査した医療機関から、体調が悪化した場合の相談先や同居の御家族へ

のお願いなどをお知らせする保健所が作成したパンフレットが渡されま

す。  

併せて、保健所では、自宅療養における健康観察や体調悪化時などの際

の対応、自宅療養セットなどの情報が載ったしおりが御自宅に送付され、

自宅療養者が安心して療養いただけるよう配慮がなされています。  

新型コロナウイルス関連の情報は日々更新され、多岐に渡って報道され

ております。  

町としましては、今後も、最新情報の収集に努め、行政協力員を通じた

お知らせや町ホームページなどを活用し、わかりやすく町民のみなさん

への情報周知に努めてまいりたいと考えておりますので御理解を願いま

す。以上です。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  難波議員。  

 

○ ７ 番 （難 波 修 二 ）  非常 に 丁寧 な、 資 料を 提 供し て い ただ き まし

て 、あ り が とう ご ざ いま し た 。大 変 わか り や すい 資 料 でご ざ い ま し

て、①番 については、こ れを見たら 一目瞭然 でござ いますので、了 解

を いた し ま した 。 ど のよ う に 蘭越 の 実態 は な って い る のか と い う の

が 、 ま っ た く 分 か ら ない と 。 決算 の 成果 説 明 書に ち ょ っと 出 て ま し

たので、あれを見て、なる ほどなと いうふうに思い ましたけれど も、
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特 に、 ４ 回 目 接 種 は どう な っ てい る のか と い うと こ ろ が全 く わ か ら

な いと 、 そ うい う 状 況で し た ので 、 この 資 料 は非 常 に あり が た い な

と思っています 。見ます と、１・２ 回目は全体で８ ８．５％ 、６５歳

以 上の 方 は ９５ ％ と いう 、 こ うい う 数字 で す 。お そ ら く受 け た く て

も 受け ら れ ない 方 を 除く と ほ ぼ１ ０ ０％ に 近 い方 が こ のワ ク チ ン 接

種をしていると いう、これは事 実 として重く受け 止めるべきだ なと、

こ んな ふ う に感 じ て おり ま す 。３ 回 目接 種 に つい て も 、少 し そ れ よ

り 下が っ て おり ま す けれ ど も 、全 体 とし て は ８０ ％ 、 こう い う 高 い

接 種率 に な って い る とい う 実 態が 理 解 で き ま す。 ４ 回 目 接 種 に つ き

ま して は 、 新し い ワ クチ ン が でき る とい う よ うな 情 報 があ り ま し た

の で、 少 し こう 手 控 えて い る 方も ち ょっ と あ った の か なと 、 そ う い

う こと で ７ ７％ に な って い ま すけ れ ども 、 い ずれ に し まし て も 、 相

対 的に 本 町 の接 種 率 は、 い ず れも 高 いと い う 、そ う い う状 況 で あ る

と いう こ と が理 解 で きま す の で、 こ れも や は り町 の 、 ワク チ ン 接 種

に 対す る 取 り組 み の 努力 の 成 果だ な と、 こ ん なふ う に 評価 を し て 良

い ので は な いの か な と、 こ ん なふ う に感 じ た とこ ろ で ござ い ま す 。

①番については 、そういうこ とで 了解をいたしま した。  

 それで、②ですけ れども、これも 下段のほうのこ の表で、大変分 か

り やす い 状 況に な っ てお り ま す。 そ れで 、 改 めて こ こ の質 問 な ん で

す けれ ど も 、国 の 現 時点 で の 方針 と して は ５ か月 間 経 過と い う 、 と

こ ろが 、 こ の数 日 で すね 、 ３ か月 に 短縮 す る んだ と い う情 報 が で す

ね、新聞紙上、今朝の新 聞で、一昨 日の新聞もそう いうふうに書 いて

あ りま し た 。お そ ら くそ の ３ か月 に なっ て い くの で は ない か な と い

うふうに、そのよ う に今、感じてい るんですけれど も、町長の今の 答

弁 では 、 そ の状 況 が １０ 月 の 中旬 を めど に こ れを お 知 らせ し て い く

と 、こ う い うこ と で した け れ ども 、 今朝 の 新 聞で は 国 のこ の ５ か 月

間 の短 縮 の 方針 は １ ０ 月 下 旬 に決 定 する と 、 こう い う ふう に 書 い て

ありました。そうす ると、せっかく こういう取組の 予定を、１０月 中

旬 に町 民 の 皆さ ん に 示す 以 降 にま た ５か 月 を 短縮 と い うの が 出 て く

る かも わ か らな い と いう 、 そ うい う ちょ っ と 大丈 夫 か なと い う 、 そ

う いう 不 安 があ り ま すの で 、 そう い う状 況 も 含 み な が らの 今 の と こ

ろ の情 報 提 供と い う こと も し てい か なけ れ ば なら な い のか な と 、 加

え て、 仮 に その ５ か 月を ３ か 月で 短 縮を し て 、ワ ク チ ン等 も そ れ に

見 合う も の が配 布 さ れる と い うこ と にな っ た 場合 、 町 の対 応 と し て
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そ うい う そ の、 今 の この 表 で いく と 、１ 月 中 旬以 降 に なる 一 般 や 高

齢 者の 方 の 接種 が 早 まる と い うこ と は可 能 な のか ど う かと い う こ と

も ね、 少 し やっ ぱ り 考え て い く必 要 が あ る な と、 も う 少し 時 間 も あ

り ます の で 、こ の へ んの 十 分 検討 を して い っ てほ し い なと い う ふ う

に 思い ま す 。先 ほ ど 言い ま し たよ う に、 こ の 国の 方 針 はも う 非 常 に

め まぐ る し く毎 日 の よう に 変 わっ て おり ま す ので 、 で きる だ け や っ

ぱ り正 確 な 情報 を 提 供す る た めに は 情報 を キ ャッ チ す ると い う と こ

ろ で、 そ れ を基 に 町 民の 皆 さ んに 正 しい 町 の 接種 の 予 定等 を 是 非 、

お 知ら せ す るよ う な 努力 を し て ほ し いな と 、 そん な ふ うに 思 う と こ

ろでございます 。  

 ３点 目 で すけ れ ど も、 私 の 理解 不 足か ど う かわ か り ませ ん け れ ど

も 、道 で は 自主 登 録 を拡 大 し てい き ます よ と 。た ぶ ん 保健 所 業 務 と

か医療機関のそ の繁忙さから 自主 検査してくださ い と、抗原検査 で 。

そ れで 陽 性 だっ た 人 につ い て は登 録 をし て 指 示を 待 つ とい う 、 そ う

い うそ の 道 が陽 性 者 登録 セ ン ター を これ か ら 拡大 し て いく ん だ と い

う、こういう情報が何 回出ている ん ですよね。それはどう なんだと 、

そ れを 活 用 して や っ てい く と いう 方 向な の か 、あ る い は今 、 町 長 か

ら 答弁 あ っ たよ う に 、従 来 ど おり に 最寄 り の 医療 機 関 に事 前 に 連 絡

を して 、 そ れで Ｐ Ｃ Ｒ検 査 を 受け る とい う 、 そう い う 方向 で い く と

い うこ と な のか 、 そ のへ ん が です ね 、道 の そ うい う 情 報が あ る と い

う こと と 、 それ 以 外 の 従 来 ど おり の 方法 で い いの か と いう こ と が 今

一 つわ か ら ない の で 、こ れ は 今、 お 答え で き る範 囲 で いい で す け れ

ど も、 ど ち ら が 本 当 なん だ と 。 道 が いわ ん と いし て い る登 録 者 セ ン

タ ーに 電 話 して 、 抗 原検 査 キ ット を もら っ て 、そ れ で 自分 で や っ て

陽 性で し た とい う 方 法で い く とす れ ば、 連 絡 をし て 来 るま で の 間 に

数 日間 か か ると 思 う んで す け れど も 、そ う い うこ と を やっ て い く と

い うこ と で いい の か とい う 、 どう も 北海 道 が 考え て い るこ と と 、 な

んと な く 情報 が 錯 そう し て よく 分 から な い なと い う こと が あ るの で 、

私 の理 解 不 足か も わ かり ま せ んが 、 この へ ん につ い て 、改 め て も う

一 度、 お 尋 ねを し た いと い う ふう に 思い ま す 。２ 番 目 と３ 番 目 を よ

ろしくお願いし ます。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  
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○町長 （金秀 行）  難波議員の御質問にお答えします。  

 非常に、私、答弁した部分の中でですね、９月１２日に、実は５か月経

過後に接種を行うというのは、これは国の方針として出たんですね。そ

れなものですから、当初は５か月を、くらいを予定しているというよう

な部分の中で検討していたのが、国は５か月というふうに出た部分があ

ったので、そういう答弁をさせていただきました。その中で、議員がおっ

しゃったとおり、今、報道がですね、さらにまた前倒しをするとか、いろ

んなそういう部分が出ていて、確かに国のほうでもですね、いろんな部

分の中で検討している部分は事実だなというふうに感じております。そ

のような中で、なるべく町民の皆さんにはいち早くそういう状況を周知

するとともにですね、そういうふうになった時の対応をきちっと町のほ

うでもできる体制を整える、これは十分、大切なことだなというふうに

思っております。早く打てる体制が、国が示した部分の中で、それに合わ

せて町ができないというかたちではなく、町民の皆さんにいち早く打て

る体制というのを整える、これは行政としてきちっとですね、対応する

ように内部で十分検討してまいりたいなというふうに思っております。

確かに、国のほうの状況は、陽性になった時に当初１０日間というよう

な部分が７日になったり、マスクをすれば買い物行ってもいいというふ

うになったり、濃厚接触者は５日間とか、どんどんどんどんこういうふ

うに緩和されてきていると、そういうような状況となっております。そ

の中でもワクチン接種というのは、やはり重症化にならないという部分

の中で効果があるというふうに認識をしておりますので、私どもとして

はその体制をきちっとしていくというような部分を取っていきたいとい

うふうに思っております。ちなみに今、第７波、７波というようなかたち

で出されておりますが、参考までに７月１０日から９月１０日現在とい

うことで、本町では、今、オフトークで何名の方が、何名の方がっていう

かたちで周知をしておりますが、その間に１２１名、蘭越町で感染をし

ております。それだけ感染者が出ております。ただし、重症化というのは

ないですね。やはりこれは私はワクチンの効果というか、そういうもの

が見込まれているのではないかなっていうふうに思っております。です

から、なるべくワクチンのそれはあくまでも感染予防のためにとか、重

症化にならない、そのためにワクチンを是非、町民の皆さんに打ってい

ただきたいというふうな願いも、思いもありますので、是非、このへんの

ところは体制も含めて整備をしていきたいというふうに考えております
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ので、御理解を願いたいと思います。  

 それと、２点目の、原則としてはですね、やはり自分が症状があった時

はかかりつけ医、そういうところに連絡をして、やはりどういうふうな

対応をとったらいいかというのは、これは原則だなというふうに思って

おります。ただ、先ほど議員から言った、北海道のほうでもそういう対応

とか、部分を考えておりますので、そこの部分のちょっと詳細について

は、このあと、担当の課長のほうから今現在こういうふうになっている

というようなことを補足で説明をさせたいと思います。私としては、町

民の皆さんにはそういう何かあった時には、自分が行っている、かかり

つけ医に連絡をしてそこからの指示をもって、そして、陽性になったら

保健所のほうから指示があってですね、その対応をとるというようなか

たちの中では進んでいくのではないかなというふうには考えております。

また、それを町のほうでも、今、そういうかたちで町民の皆さんに周知を

図っているということでございますので、後段の北海道が行う、この部

分については、もう少し担当課長から説明をさせますので、御理解を願

いたいと思います。以上です。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  山下健康推 進課長。  

 

○ 健 康推 進 課 長 （ 山 下志 伸 ）  議 員御 指 摘の 北 海道 陽 性者 登 録セン

タ ーに つ い て、 私 の ほう で 御 説明 を しま す 。 この セ ン ター に つ き ま

しては、医療機関、検査 機関の窮状 が懸念されるこ と から、医療機 関

及 び検 査 機 関 に 負 担 をか け ず に迅 速 に陽 性 者 判定 を 行 って 健 康 観 察

進 める こ と を目 的 に ８月 の ２ ３か ら 設置 を さ れて お り ます 。 こ の セ

ン ター に つ きま し て は、 医 療 機関 と か検 査 機 関へ の 受 診 の 集 中 を 緩

和 して 陽 性 判定 が で きる よ う にと 、 有症 状 で 軽症 か つ 重症 リ ス ク の

可 能性 が な い１ ８ 歳 から ３ ９ 歳の 方 がこ の セ ンタ ー に 申込 み を し ま

す 。そ の 申 込み を 受 けて か ら セン タ ーか ら 、 抗原 の 定 性 検 査 キ ッ ト

が 送ら れ て きま し て 、そ れ で 自主 検 査を 行 い ます 。 仮 に陽 性 と な っ

た場合は、センター へ登録して、そ の後、保健所による 健康観察が 行

わ れる と い うふ う に なり ま す 。た だ 、今 の と ころ 札 幌 市を 除 く 石 狩

振興局管内だけ の設置になっ てお りまして、議員おっ しゃるとお り、

知 事も こ れ を広 げ る とい う 報 道が さ れま し た けれ ど も 、保 健 所 の ほ

う に確 認 を 、昨 日 も した ん で すけ れ ども 、 ま だ拡 大 す る準 備 は し て
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お りま す け れど も 、 まだ 具 体 的に は まだ 進 ん でい な い とい う こ と で

情 報を 得 て いま す 。 この 自 主 検査 な んで す け ども 、 セ ンタ ー か ら 送

ら れる 定 性 検査 は 体 外 用 の 診 断用 医 療薬 品 と して 、 国 が承 認 し た も

の にな り ま す。 た ま に新 聞 や テレ ビ でも 出 ま すけ ど も 、研 究 用 と な

っ てい る キ ット に つ いて は 、 検査 の 結果 、 陽 性に な っ ても セ ン タ ー

の ほう で 受 け付 け ま せん 。 あ くま で も承 認 が あっ た 検 査キ ッ ト で 検

査を行うという ものです。です か ら、センターのほう では、先に登録

し てキ ッ ト を送 っ て もら お う とい う ほか に 自 分で 、 御 自身 で キ ッ ト

を購入されて、それ が研究用で な く、承認されたもの であれば、その

結 果、 陽 性 であ れ ば 、同 じ く 陽性 の 登録 を し て経 過 観 察に つ な ぐ と

い う仕 組 み にな っ て いま す 。 それ で 、９ 月 ２ ６日 か ら 全国 一 律 の 規

格 で高 齢 者 、そ れ か ら重 症 化 リス ク のあ る 方 など 、 一 定の 方 が 医 療

機 関か ら の 報告 は あ りま す け ど、 全 数 把 握 は なく な り ます 。 そ う い

っ たと こ ろ の、 そ れ 以外 の 方 の 登 録 がこ の 登 録セ ン タ ーに よ っ て 、

登録 を し てア フ タ ーフ ォ ロ ーが さ れる と い う情 報 を 得て い ま すけ ど 、

ま だ詳 細 が 示さ れ て いま せ ん ので 、 それ も 町 長、 お っ しゃ っ た と お

り 、詳 細 分 かり ま し たら 、 ホ ーム ペ ージ 等 で 周知 し て いき た い と 思

います。以上で す。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  難波議員。  

 

○ ７ 番 （難波 修二 ）  ありがとう ございま す。  

 ４回 接 種 され た 方 が多 い と 思う ん です け れ ども 、 ４ 回接 種 会 場 に

足 を運 ん で みて で す ね、 医 療 従事 者 の皆 さ ん 、あ る い は職 員 の 皆 さ

ん の で す ね 、非 常 に こう 精 力 的な と 言い ま す か、 非 常 に丁 寧 な 対 応

に 非常 に 感 謝を し て いま す し 、お 礼 申し 上 げ たい な と いう ふ う に 思

っ てい ま す 。お そ ら く周 り の 人に 聞 いて も 、 非常 に 皆 さん よ く こ ま

め にで す ね 、や っ て くれ て い ると い う、 そ う いう 意 見 をよ く 聞 き ま

す ので 、 そ れは 町 民 の皆 さ ん にな り 替わ っ て です ね 、 職員 の 対 応 に

お 礼を 申 し 上げ た い なと い う ふう に 思っ て お りま す 。 そう い う こ と

で、国の方針はより 良い方向に と い うことで、非常に こう 、毎日のよ

う に 変 わ っ てお り ま すの で 、 そう い う中 で 蘭 越は こ れ だっ て い う こ

と はな か な か打 ち 出 せな い こ とだ と 思う ん で すけ れ ど も、 是 非 、 せ

っ かく 今 朝 の新 聞 に もあ り ま した け れど も 、 やっ ぱ り 今、 少 し ず つ
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第 ７波 が 落 ち着 い て きて い る と、 そ の落 ち 着 いた 状 況 の中 で ワ ク チ

ン 接種 を し っか り や ると い う こと が 第８ 波 に 向け て の です ね 、 重 要

な取組になるん だということ を 、當瀬先生 という、私、大 好きなんで

す けど も 、 あの お 医 者さ ん が そう い うこ と を 言っ て お られ る ん で す

ね。是非、これからやる 第５回目は ですね、こぞって多 くの受けら れ

る 皆さ ん が 受け て も らえ る よ うに 、 是非 、 町 のほ う か らも 丁 寧 な 詳

し い説 明 を して い た だい て で すね 、 第５ 回 目 のワ ク チ ン接 種 に 十 分

精 力的 に 取 り組 ん で ほし い と いう 、 そう い う こと が 最 終的 な 私 の 結

論としてのお願 いであります ので 、今後に向けて、是非、そ ういう取

組 をし て い くと い う こと に つ いて 、 改め て 町 長の ほ う から 答 弁 い た

だければと思い ます。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  金町長。  

 

○町長 （金秀 行）  難波 議員の御 質問にお答えし ます。  

 ワク チ ン 接種 の 職 員対 応 に つい て です ね 、 非常 に お 褒め の 言 葉 を

い ただ い て 、本 当 に 私も 嬉 し く思 っ てい る と ころ で す 。今 回 の ワ ク

チ ン接 種 の 対応 に つ いて は 、 本当 に もう 数 年 前か ら 始 まっ て い て 、

全 庁対 応 で きち っ と 対応 す る よう に とい う こ とで 、 各 課か ら 応 援 要

請 を受 け て です ね 、 だい ぶ 職 員も 慣 れて き た とい う か 、 そ う い う 部

分 の中 で 行 える 体 制 がと っ て おり ま す。 そ れ と 併 せ て 、町 内 の 医 療

機 関の 医 師 の 、 や は り先 生 方 の協 力 があ っ て この 体 制 が整 え て い る

こ とも 非 常 に私 は 感 謝し て い ると こ ろで ご ざ いま す 。 今回 、 新 た な

ワ クチ ン と いう 部 分 の中 で ４ 回目 を 、実 は 新 しい ワ ク チン を 打 て ば

い いか ら た めら っ て いる と か 、そ う いう よ う な話 も 聞 いた り も し ま

す。ただ、きちっとワ クチンはです ね、４回、５回も含め て、国が示

し た部 分 の 中で 私 も 是非 、 打 って い ただ き た いな と い うふ う に 願 っ

て おり ま す ので 、 そ のへ ん の とこ ろ は、 も う 毎日 の よ うに い ろ ん な

情 報が 来 て 、町 民 の 皆さ ん に も毎 回 同じ よ う なオ フ ト ーク の 部 分 の

中 で周 知 を して い る 部分 に つ いて は 、申 し 訳 ない 部 分 もあ る ん で す

が、なるべくわかり やすく、そして ワクチン接種に よる効果、そし て

な ぜワ ク チ ンを 打 っ てほ し い のか 、 そう い う よう な 部 分も お 伝 え し

な がら 町 民 に理 解 を 求め る の と、 協 力を し て いた だ け るよ う 、 努 力

し てま い り たい と い うふ う に 考え て おり ま す ので 、 御 理解 を 願 い た
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いと思います。  

 

○７ 番 （難波 修二 ）  終わります 。  

 

○ 議 長 （冨 樫 順 悦 ）  これ を も ち まし て 、難 波 議員 の 質 問を 終 わり

ます。  

これにて、一般 質問を終了い たし ます。  

 

○議長（冨 樫順悦 ） 日程第５ 、報 告第１号議員の 辞職について 、令

和 ４年 ８ 月 ２４ 日 、 田村 陽 子 議員 か ら辞 職 の 願い の 提 出が あ り 、 同

日 許可 を い たし ま し たの で 、 蘭越 町 議会 会 議 規則 第 ９ ９条 の 第 ３ 項

の規定より、報 告をいたしま す。  

 

○議長（冨 樫順悦 ） 日程第６ 、報 告第２号田村陽 子議員の発言・行

動 に関 す る 調査 特 別 委員 会 の 消滅 に つい て 、 令和 ４ 年 ８月 ２ ４ 日 、

田 村議 員 の 辞職 に 伴 い調 査 事 件が 消 滅い た し まし た の で、 同 特 別 委

員会は同日消滅 いたしました ので 、報告をいたし ます。  

 特別委員会消 滅までの間の 調査 内容についての 報告を求めま す。  

 １０番熊谷議 員。  

 

○１０ 番（熊谷 雅幸） 本年７月２９日開催の第３回臨時会において設

置された田村陽子議員の発言・行動に関する調査特別委員会は、本人の

議員辞職に伴って消滅することとなりましたが、町民の方々から議会に

寄せられた貴重な御意見であり、また、内容が議会議員の職務遂行に関

わる重大な事案であることから、本委員会のこれまでの調査内容を口頭

で御報告いたします。  

本人に対する事実確認を含めて８月５日、１８日、２４日、都合３回の

特別委員会を開催し、調査した事案は次の３点であります。  

１、水防工法実技訓練時の言動について。  

６月１７日、水防工法実技訓練の開催時に、訓練統監である消防団長

並びに主催者の町長に対し、田村議員から消防団員のマスク装着に関し

て異議申立があり、その対応のため、結果的に訓練統監の巡検・査閲業務

が遅延したとの抗議を消防団から受けました。  

本人から消防団員の健康を考えてのことであったと説明がありました
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が、消防では組織的な感染対策に基づき適切に訓練を行っており、職務

の妨害に当たるような行為は、極めて遺憾であるとのことでした。  

議会選出の消防委員の行動として不適切であり、消防関係者の議会に

対する信頼を損ねる行動であったと考えます。  

二つ目、議会で決めたルールの順守について。  

議会では、今年度の活動推進に当たり、でき得る限りの対策について

時間をかけて議論し、適切なマスク着用や他の機関等を訪問する場合に

は抗原検査を実施することなどを決定いたしました。  

田村議員は、コロナ感染症に対する認識や国の感染症対策を否定する

立場から議会の決定したルールにも反対し、抗原検査を拒否しているた

め、所管事務調査や議員研修等にも不参加の状況であります。  

多くの町民が感染症対策に努めている中で、頑なに個人の信条や少数

意見を貫き、議論の末に決定した議会の感染症対策ルールを拒んで職務

を放棄するような行為は慎むことが議会制民主主義の基本であり、全体

の奉仕者である議員としての職責を果たすべきと考えます。  

なお、６月２９日の経済建設常任委員会の所管事務調査の開会前、マ

スクの正しい着用について常任委員長から注意を受け、これを拒否した

ため参加を認められずに退席いたしました。  

このことついて、田村議員は後日、委員長の立場を利用したパワーハ

ラスメントであるとの公開質問状を提出しましたが、その文書を目にし

た町民の方から田村議員の言動に対して苦情の電話が議会事務局にあり

ました。  

委員長が正しいマスクの着用を出席者に求めることは、会議の円滑な

進行と参加者の安全確保上必要で適切な対応であり、断じてパワーハラ

スメントではありません。田村議員の指摘は妥当性を欠き、全く当たら

ないものであったと考えます。  

３、権限の逸脱行為について。  

調査事案の精査を行う中で、田村議員は６月２６日開催の総務文教常

任委員会の学校訪問を抗原検査拒否により参加しませんでしたが、後日、

個人的に各小・中学校に対し、マスク着用や黙食の状況などを電話で調

査していたことが判明いたしました。  

議員の所管事務調査は、議会の許可を得て実施できるものであり、議

員個人に調査権は認められておりませんので、田村議員の行動は調査権

の乱用、権限の逸脱行為に当たるものと判断いたします。  
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以上のように、田村議員の数々の発言・行動は、町民の方々や関係団体

の皆さんに多大の御迷惑と不快の念を抱かせたと考えます。同時に、議

会に対する町民の信頼を著しく棄損したと言わざるを得ません。  

そのため、当委員会としては、田村議員を厳重注意すべきとの意見が

圧倒的であったことを申し添えて報告といたします。以上です。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  これをも っ て、報告をおわ ります。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第７ 、 同意 第 １号 後 志 公平 委 員会 委 員の

選任につき同意 を求めること につ いてを 議題とい たします。  

提案理由の説明 を求めます。  

金町長。  

 

○ 町長（ 金秀 行）  ただいま 上程されました、同意第１号後志公平委員

会委員の選任につき同意を求めることについて、御説明を申し上げます。  

人口１５万人未満の市町村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員

会を置くことになっており、当該公平委員会に３名の委員が選任されてお

ります。  

今回、１０月３１日に任期満了を迎える余市町富沢町４丁目８２番地、

中村寿仁さん、６７歳でございますが、後志町村会より再任の推薦がござ

いまして、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意をお

願いするものでございます。よろしく御審議をお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 討論を省略します。  

 これより、同意第１号後志公平委員会委員の選任につき同意を求める

ことについてを採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、同意第１号はこれに同意することに決定いたしました。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第８ 、 議案 第 １ 号 蘭 越 町議 会 議員 及 び蘭

越 町長 選 挙 にお け る 選挙 運 動 の公 営 に関 す る 条例 の 一 部を 改 正 す る

条例に ついてを 議題といたし ます 。  

提案理由の説明 を求めます。  

渡辺総務課 長。  

 

○ 総務 課長（ 渡辺 貢 ）  ただいま上程されました、議案第１号蘭越町議

会議員及び蘭越町長選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を

改正する条例について、御説明申し上げます。  

この条例につきましては、昨年３月の第１回定例会におきまして、公

職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、蘭越町における選挙公営

についての条例を整備させていただきましたが、今回の一部改正は、公

職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動の公営に要する経費に係る

限度額を引き上げるもので、国の選挙公営に準じて同様の改正を行う必

要があることから、所要の改正を行うものです。  

それでは、参考資料①を御覧願います。  

改正箇所は、アンダーラインを引いております。  

はじめに、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続きの第

４条第２号のアの改定につきましては、選挙運動用自動車の借入契約の

場合、公費負担となるのは１日につき最大１万５，８００円、１万５，８

００円に満たない場合は実際の契約金額とし、借入契約により２台以上

使用しても 1 台のみが公費負担となるものでございますが、この金額１

万５，８００円を１万６，１００円に改め、車両の借入限度額を引き上げ

るものです。  

同じく第２号のイの改定につきましては、２ページを御覧願います。  

選挙運動用自動車の燃料供給に関する契約で、最大７，５６０円に選

挙運動期間日数を乗じた金額を燃料代金の上限として公費負担するもの

でございますが、この金額７，５６０円を７，７００円に改め、車両の燃

料代金の限度額を引き上げるものです。  

次に、条例第８条の改定につきましては、選挙運動用ビラの作成の公
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費負担額及び支払手続を定めるもので、選挙運動用ビラの公費負担は、

１枚当たり７円５１銭で、７円５１銭に満たない場合は、実際の契約額

とするものでございますが、この１枚当たりの金額７円５１銭を７円７

３銭に改め、ビラの作成単価の限度額を引き上げるものです。  

次に、３ページを御覧願います。  

第１１条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続を

定めるもので、ポスターの公費負担は、１枚当たりの作成単価が５２５

円６銭で、５２５円６銭に満たない場合は、実際の契約額とするもので

ございますが、この単価５２５円６銭を５４１円３１銭に改め、選挙運

動用ポスターの作成単価の限度額を引き上げるものです。  

なお、附則といたしまして、この条例の施行は公布の日から施行する

ものです。  

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いい

たします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

議案第１号蘭越町議会議員及び蘭越町長選挙における選挙運動の公営

に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第９ 、 議案 第 ２ 号 蘭 越 町 職 員 の育 児 休業

等に 関 す る条 例 の 一部 を 改 正す る 条例 に つ いて を 議 題と い た しま す 。 

提案理由の説明 を求めます。  

渡辺総務課長。  

 

〇総務課長（渡辺貢） ただいま上程されました、議案第２号蘭越町職員
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の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いた

します。  

今回の改正につきましては、育児と仕事の両立支援を図るために地方

公務員の育児休業法並びに国家公務員の人事院規則が改正されたことに

よるもので、法律から委任された事項や非常勤職員など常勤職員に準じ

て定める必要がある内容を地方公務員法の趣旨に従い同様の改正を行う

ものです。  

主な内容としましては、子の出生の日から５７日間以内の非常勤職員

の育児休業取得要件の緩和、それから、子が１歳以降の非常勤職員の育

児休業の取得の柔軟化でありまして、このほか法令等との整合性を図る

改正を行うものでございます。  

それでは、参考資料②を御覧願います。  

改正箇所は、アンダーラインを引いております。  

はじめに、第２条は、非常勤職員のうち育児休業をすることができな

い職員を規定していますが、言い換えますと、この規定の要件に該当す

る者は取得できることを表しております。  

まず、第２条の３号は、文書表現の修正とその下の（１）では、現行で

は子を養育している非常勤職員で、子が１歳６か月に達する日まで任期

の見込みがない場合、育児休業を取得することができないとされており

ましたが、右の改正後では、子の出生の日から第３条の２に規定する期

間内、いわゆる８週までの期間内の育児休業については、１歳６か月で

の判断する日を、子の出生から８週間と６か月を経過する日までに前倒

すことができるよう文言を追加し、取得要件を緩和するものであります。 

２ページを御覧願います。  

イでは、この要件のいずれかに該当する非常勤職員は、育児休業が取

得できる職員として条文を整理するもので、現行のイにある規定を改正

後の（ア）として、現行のウの規定を（イ）として整理するものでありま

す。内容に変更はありません。  

第２条の３は、育児休業法第２条第１項の条例で定める日として、３

ページを御覧願います。第３号は、非常勤職員の子どもが１歳から１歳

６か月までの期間で育児休業を取得できる要件を定めております。現行

は１歳に達する日の翌日か、本人又は配偶者が育児休業を取得している

場合は、その育児休業が終了する日の翌日を開始日とした取得に限定さ

れていました。右の改正後では、取得やその開始日を柔軟に設定できる
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よう文言を整理するとともに、４ページにかけてですが、カタカナのア、

イ、ウ、エの条文はその時の要件を規定するものでございます。  

次の第２条の４は、非常勤職員の子どもが１歳６か月から２歳まで育

児休業ができる日を規定しております。  

５ページを御覧願います。  

内容は、第２条の３と同様、１歳６か月に達する日の翌日などに限定

されていた取得や開始日を、柔軟に設定できるよう改正するもので、右

の改正後の第１号から第４号は、その時の要件を規定するものでありま

す。  

次に、第２条の５は、通常の育児休業とは別に妻の産後休暇中に主に

男性職員が取得する育休についての期間を定めており、その期間は子の

出生の日から５７日間以内とされています。  

現行の育児休業法では、第２条第１項ただし書きで規定されておりま

したが、この度の法律改正によりまして、６ページの下段を御覧願いま

す。改正後、第３条の２に育児休業法第２条第１項第１号として、条の移

動を行いまして、法との整合性を図るものでございます。  

６ページの上段を御覧願います。  

次に、第３条でございますが、これまでの育児休業は、同一の子につい

て、原則１回取得できるものであったことから、この第３条では、一度育

児休業を取得した者が、再度育児休業を取得できる特別の事情を規定し

ておりました。現行では、一度取得してから３か月が経過していて育児

休業等計画書を提出している場合に、特別の事情とするとしておりまし

たが、この度の法令等の改正で育児休業が期間内に２回取得できるよう

になることから、第３条第５号の要件を削るものでございます。  

これにより、現行の第６号から第８号までを１号ずつ繰り上げ、併せ

て現行の第８号は、これまで対象が非常勤職員のみとなっていましたが、

改正後の第７号では、任期を定めて採用された職員と文言を整理するも

のでございます。  

次の第３条の２は、省略させていただき、７ページを御覧願います。  

第１１条は、育児休業等計画書を育児短時間勤務計画書に様式の名称

を改めるものです。  

なお、附則といたしまして、この条例は、令和４年１０月１日から施行

するものです。  

以上で説明を終わります。よろしく御審議をいただきますよう、お願
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い申し上げます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

 ５番永井議員。  

 

〇５番（永井浩）  ５番永井です。  

 育児休暇、男性もですね、取って育児に協力する体制というのは法律

上、こういうふうにだんだんだんだん整備されてとっても良いことだと

思うんですが、実際、どうでしょう。例えば、休まれた時に、休暇とった

場合、その代替のね、職員はどうするのかとか、蘭越町ただでさえ人手不

足なのに、とる人が遠慮してしまうような状況というのはないんでしょ

うかね。例えば、ほかの各省庁もそうですけども、例えば、自衛隊の場合

はですね、予備自衛官制度というのがあって、そこで男子も女子もです

ね、育児休暇とかってとる場合はですね、同階級で仕事をした人を予備

自衛官としてそこに充てるとか、期間でね、できるわけですけども、それ

は大きい組織だからできるんですけど、例えば、蘭越町とか本当にやっ

とこの人数でより良い効果をあげるために一生懸命やってるけど、実際

とれるのか、法律はあるけども、実際これを権利を主張できるのかなっ

ていうような状況というのは、これをリカバリーする制度がきちっとな

いとなかなかとれないのではないのかなと思いますが、例えば、今ね、こ

こにいらっしゃる管理職、課長職の方々が、はたしてとれる体制にある

だろうか。同等の権利があるわけですから、どこかの市長が育児休暇と

りましたけれどもね、それもすごい批判がありましたよね。まだそうい

う体制にあるわけですね、日本ってね。職員の場合はどうなんでしょう

かねっていうのが、法律はある、条例はできた、だけど実際とれるか、そ

の代替えはどうするんだということを整備されないとなかなかとれない

と思うんですよ。そのへんいかがなものかちょっとお伺いします。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  渡辺総務 課 長。  

 

○ 総 務 課長 （ 渡 辺 貢 ）  今 回 、提 案さ せ てい た だい た 条 例に つ きま

し ては 、 簡 単に 言 う と、 会 計 年度 任 用職 員 の 関係 だ と 思い ま す 。 ま
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ず 、職 員 に つき ま し ては 、 こ れま で 同様 に で すね 、 職 員の 配 置 の 中

で 、一 定 に カバ ー し なが ら 、 その 中 で人 事 配 置を 行 い なが ら 育 児 休

業 、も ち ろ んそ れ を 取り 進 め てい た だく よ う な体 制 の ほう は 整 え て

おりますけども、会 計年度の関 係 ですけど、今現在で すね、１名育児

休 業取 得 し てお り ま す。 今 後 もで す ね、 １ 名 育児 休 業 取得 し て い た

だく予定の方が いらっしゃい ます けど、それらについて も、一定の、

言わ れ て いる ル ー ルと い う もの は まだ 確 立 はし て お りま せ ん けど も 、

内 部の 配 置 のほ う で しっ か り 必要 に 応じ て 募 集を か け たり で す ね 、

あ と、 そ の 体制 の 中 で内 部 で カバ ー でき る と ころ は し っか り カ バ ー

し なが ら 体 制を 整 え るな ど し て、 育 児休 業 に つい て は 推奨 し て ま い

り たい と い うふ う に 、今 後 と も思 っ てお り ま すの で 、 御理 解 願 い ま

す。以上です。   

 

○議長 （冨樫 順悦）  永井議員 。  

 

○ ５ 番（ 永井浩 ） たしかに会計年 度職員かもし れ ないですけど も、

これはもう同じ ですよね。仕事内 容 なんかも一緒 で すから、例えば、

会 計年 度 職 員は な ん かそ う い うの と った ら ね 、次 、 採 用さ れ な い ん

じ ゃな い か とか っ て 、変 に 勘 ぐっ た り す る か もし れ な い。 そ ん な こ

と はな い よ って い う のを ね 、 そこ に 既に 誰 か が採 用 さ れて い た ら 、

も う自 分 の 復活 し た 時に そ の 人を 辞 めさ せ て です ね 、 自分 が 入 れ る

のかとか、また、これは 職員も同じ ですけど、職員の例 を とって言 っ

た んで す け どね 、 そ のへ ん な んか き ちっ と し たル ー ル づく り と い う

か 、な け れ ばね 、 安 心し て と るこ と もで き な いの で は ない か な っ て

思 うん で す が、 こ れ から そ う いう 体 制づ く り とい う の は、 や っ ぱ り

し てい か な きゃ な ら ない と 思 うん で すけ ど 、 今後 、 ど うす る つ も り

でしょうか。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  渡辺総務 課 長。  

 

○ 総 務 課長 （ 渡 辺 貢 ）  今 も です ね、 育 児休 業 に入 ら れ る会 計 年度

任用職員の方は、当 然、事前にです ね、こういう制度が ありますと い

う こと で 、 こち ら か ら是 非 、 育児 休 業使 っ て いた だ き たい と い う こ

と で推 奨 し てお り ま す。 今 ま でも 、 これ か ら もそ の 考 え方 は 変 わ っ
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ておりませんの で、当然、その育休 という権利はあ りますので、会 計

年 度で 育 休 を使 っ て 、制 度 と して こ れを 活 用 して 、 町 とし て の 体 制

は これ を 尊 重し て 本 人に 奨 励 して ま いり ま す ので 、 今 後の 取 組 に つ

いてはそのよう に考えており ます ので、御理解願います。以 上です。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  永井議員 。  

 

○ ５ 番 （ 永 井 浩 ）  国で も 奨励 し てい る 、事 業 、 事業 と 言い ま す か

ね、休暇なので、気安く とれるよう に、気安くとるって いうのはあ れ

で すけ ど も 、権 利 を です ね 、 きち っ と主 張 で きる よ う な体 制 と い う

の は、 小 さ な町 か も しれ な い です け ど、 で き るよ う に して も ら い た

い なと 思 い ます 。 以 上で す 。 答弁 は いい で す 。よ ろ し くお 願 い し ま

す。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  ほかに質 疑 ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより、討論を行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第２号蘭越町職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例を採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第１ ０ 、議 案 第３ 号 工 事請 負 契約 の 締結

についての議決 の一部変更に つい て を議題といた します。  

提案理由の説明 を求めます。  
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北川建設 課長 。  

 

○ 建 設 課 長 （ 北 川 淳 一 ）  た だい ま上 程 され ま した 、 議案 第 ３号 工

事 請負 契 約 の締 結 に つい て の 議決 の 一部 変 更 につ い て 、御 説 明 い た

します。  

本 年６ 月 １ ６日 に 契 約締 結 の 議 決 を いた だ き まし た 、 蘭越 町 総 合

運 動公 園 野 球場 大 規 模改 修 工 事に つ いて 、 一 部設 計 の 変更 を 余 儀 な

く され た こ とか ら 、 地方 自 治 法第 ９ ６条 第 １ 項第 ５ 号 及び 蘭 越 町 議

会 の議 決 に 付す べ き 契約 及 び 財産 の 取得 ま た は処 分 に 関す る 条 例 第

２条の規定によ り、議会の議 決を 求めるものであ ります。  

設 計の 内 容 の主 な 内 容は 、 野 球 場 ス コア ボ ー ドの 補 修 に使 用 す る

資 材に つ い て、 当 初 はロ シ ア 産の 資 材 を 予 定 して お り まし た が 、 ロ

シ アか ら の 調達 が 困 難と な り 、そ の 代替 資 材 を国 内 か ら調 達 す る こ

と とし た と ころ 、 資 材価 格 の 高騰 に より 設 計 変更 を 余 儀な く さ れ た

こと等によるも のです。  

では、参考資料 ③を御覧くだ さい 。  

こ れは 、 議 決を い た だい た 議 案 の 写 しで あ り ます が 、 この 中 の 契

約 内容 の う ち、 ３ の 契約 金 額 につ い て、 本 議 案に 記 載 のと お り 、 金

６，９３０万円うち 消費税金６ ３ ０万円を含むを、金 ６ ，９５２万円

うち消費税６３ ２万円を含む に改 めるものでござ います。  

以 上で 説 明 を終 わ り ます 。 よ ろ し く 御審 議 い ただ き ま すよ う 、 お

願いいたします 。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより、討論を行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  
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 これより、議案第３号工事請負契約の締結についての議決の一部変更

についてを採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。  

 ここで１０分間、休憩いたします。  

 再開は、１４時５分といたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  再開いたします。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第１ １ 、議 案 第４ 号 令 和４ 年 度蘭 越 町 一

般会計補正予算 を議題といた しま す。  

提案理由の説明 を求めます。  

渡辺総務課長 。  

 

○ 総務 課長（ 渡辺 貢 ）  ただいま上程されました、議案第４号令和４年

度蘭越町一般会計補正予算第５号につきまして、御説明申し上げます。  

 現在、この会計の予算の総額は６４億３，８８６万３，０００円で、歳

入歳出それぞれ３億９，３４３万８，０００円を追加し、６８億３，２３

０万１，０００円とするものです。  

 また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるもの

です。  

 次に、地方債の補正ですが、追加及び変更で、第２表地方債補正による

ものです。のちほど御説明いたします。  

それでは事項別明細書の歳出から御説明いたします。  

 １０ページを御覧願います。  

２款総務費  １項総務管理費  ４目財産管理費、補正額１，３８０万

円。１４工事請負費１，３８０万円。旧港小学校体育館ほか解体工事で、

建物の経年劣化等により屋根の損傷や躯体の多くに亀裂が入り、また、

屋根からの雪の堆積により道路交通に支障を来たすことから、旧体育館

の解体費用１，０５０万円、また、研修農場内の納屋・物置４棟の解体費
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用３３０万円の補正をお願いするものです。  

５目企画費、補正額２９０万７，０００円。特定財源のその他１１１万

円は、自動車損害共済金２５万８，０００円、地域情報通信基盤設備移設

補償金８５万２，０００円。１０需用費２５万８，０００円。修繕料で、

町有バスらんらん号の運行中に車両後部の左バンパーをガードポールに

接触させてしまい、車両の一部が破損したため、その修理費用をお願い

するものです。１１役務費２６４万９，０００円。地域情報通信基盤施設

移設等手数料で、光ケーブルの接続及び電柱架替による移設の増加によ

り、予算に不足が生じることから追加をお願いするものです。  

１４目防災対策費、補正額２０万６，０００円。１１役務費２０万６，

０００円。行政通信システム機器移設等手数料で、町道黄金湯里線に設

置の行政通信システム回線の不具合を解消するため、道路横断のための

専用電柱等の設置をお願いするものです。  

１６目財政調整基金費、補正額２億９，０００万円。２４積立金２億

９，０００万円。前年度繰越金、普通交付税、臨時財政対策債の確定によ

り、財政調整基金に１億５，０００万円、公共施設整備基金に１億４，０

００万円をそれぞれ積み立てするものです。これにより、財政調整基金

の残高は、１５億１，０７２万円、公共施設整備基金の残高は、２５億２，

６０３万円となり、一般会計における基金残高は、４８億２，１６３万円

となります。  

次の、１７目新型コロナウイルス感染症対策費につきましては、参考

資料④で御説明いたしますので御覧願います。補正額は４，４８７万４，

０００円です。  

歳入になります。  

特定財源の国道支出金４，４７７万１，０００円の内訳でございます

が、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金１，２６４万２，

０００円、同じく接種体制確保事業補助金６４９万３，０００円、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２，３１５万８，０００円、

市町村高齢者世帯等生活支援事業費補助金２４７万８，０００円です。

また、特定財源のその他９万５，０００円は、社会保険料です。  

つづいて、歳出になりますが、一点目は、新型コロナウイルスワクチン

接種事業で、事業費は１，９２３万円で、財源は、新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費国庫負担金、同じく接種体制確保事業補助金及び社会

保険料です。事業内容は、現在、新型コロナワクチン４回目の接種を高齢
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者等から一般接種へと順次実施しておりますが、これと併せて、高齢者

等の５回目の接種に向けての準備を取り進めるため、この接種業務に必

要となる費用の補正をお願いするものです。事業費の内訳でございます

が、報酬２４８万９，０００円は、保健師・看護師等の会計年度任用職員

報酬及び時間外勤務手当です。次の、職員手当等６８万３，０００円は、

職員の時間外勤務手当管理職員特別勤務手当、会計年度任用職員の期末

手当です。次の、共済費３０万９，０００円は、市町村職員共済組合等負

担金及び社会保険料です。次の、需用費６４万１，０００円は、ファイル

ほか消耗品費、食糧費、消毒用エタノールほかの医薬材料費です。２ペー

ジになります。役務費４６万１，０００円は、接種券等の郵送料、専用電

話料、接種料請求事務取扱手数料です。次の、委託料１，４０２万５，０

００円は、臨時運転業務委託料１２万３，０００円、接種券ほかの印刷業

務委託料７０万円、接種業務に係る委託料１，３１３万８，０００円、医

療廃棄物収集業務委託料６万４，０００円です。次の、使用料５１万２，

０００円は、接種管理システム使用料２０万４，０００円、送迎車両の借

上料３０万８，０００円です。最後の、負担金１１万円は、健康管理シス

テム改修負担金です。  

２点目は、蘭越町高齢者世帯等生活支援事業で、事業費は、６３３万

６，０００円で、財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金３８５万８，０００円、市町村高齢者世帯等生活支援事業費補助金

２４７万８，０００円です。事業内容は、コロナ禍において原油価格や物

価高騰の影響を受ける高齢者世帯等に対して生活・暮らしの支援を図る

ものです。なお、支給要件は、北海道の基準に基づき、非課税となる６５

才以上の高齢者世帯及び障がい者が属する世帯に対して１世帯当たり１

万２，０００円の現金給付を行うものです。事業費は、蘭越町高齢者世帯

等生活支援事業補助金６３３万６，０００円で、６５才以上の非課税世

帯５２８世帯を対象として補正をお願いするものです。  

３点目は、バス事業者新型コロナウイルス感染症対策支援事業で、事

業費は３０万円で、財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金です。事業内容は、本町の生活交通路線の運行を行う民間バス事

業者に対し、原油価格や物価高騰分を含む感染症対策として支援するも

ので、事業費は、バス事業者新型コロナウイルス感染症対策支援事業補

助金３０万円です。  

４点目は、農業経費高騰対策支援事業で、事業費は、１，９００万円で、
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財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。事業

内容は、コロナ禍において原油価格の高騰、また、ビニール資材や運送経

費といった農業資材等の影響を受ける農業者に対し、農業経営の安定を

図るため支援を行うものです。事業費は、農業経費高騰対策支援事業補

助金で、詳細ですが、一つ目に農業経営者２０５名に対し定額３万円を

支援するものとして６１５万円、二つ目は、乾燥灯油及び免税軽油を使

用する農業者に対し、燃料購入量に応じてその一部を助成するものとし

て１，２８５万円の合わせて１，９００万円の補正をお願いするもので

す。  

最後に、一番下段の子育て世帯への臨時特別給付金返還金８，０００

円につきましては、令和３年度事業実績に基づき国へ返還するものです。 

申し訳ございませんが、補正予算書１３ページにお戻りください。  

２款総務費  ２項徴税費  ２目賦課徴収費、補正額１０１万５，００

０円。２２償還金利子及び割引料１０１万５，０００円。町税過誤納金還

付金及び還付加算金で、法人町民税の更正に伴う法人税割の還付、また、

個人町民税の所得更生によるものです。  

２款総務費  ３項戸籍住民基本台帳費  １目戸籍住民基本台帳費、  

補正額２４６万７，０００円。特定財源の国道支出金２４６万７，０００

円は、社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金です。本町

におけるマイナンバーカードの普及促進を図るため、国の補助金を活用

し、出張申請受付方式としまして役場職員が町内の各世帯を訪問し、高

齢者等の申請手続きをサポートするなど、カード交付事務に必要な所要

経費の補正をお願いするものです。１０需用費１５０万円。消耗品費で、

マイナンバーカードの申請手続きを行っていただいた方に対し、一人に

つき１，０００円分の商品券を贈呈するもので、１，５００人分の商品券

の補正をお願いするものです。１１役務費６８万４，０００円。インター

ネット接続料１０万４，０００円は、各自宅等での申請受付事務に当た

って必要となりますスマートフォンの接続料です。１４ページになりま

す。郵便料５８万円は、申請手続きを終えて完成したマイナンバーカー

ドを各自宅へ簡易書留で郵送するものです。１３使用料及び賃借料２８

万３，０００円。電話機器設備賃借料で、職員が各自宅等へ訪問し、申請

手続きをサポートするに当たってはスマートフォンを利用するため、そ

の申請事務に必要となる機器としてスマートフォン９台を借上げするも

のです。  
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３款民生費  １項社会福祉費  １目社会福祉総務費、補正額４３万円。

特定財源のその他４０万円は、地域福祉基金指定寄附金です。７報償費  

１万６，０００円。退任民生委員記念品で、民生委員改選期における退任

者が４人となり、予算に不足が生じることから、追加補正をお願いする

ものです。１０需用費１万４，０００円。消耗品費で、退任民生委員に係

る額縁の購入費用です。２４積立金４０万円。地域福祉基金積立金で、２

件の寄附がありましたので、積立させていただくものです。  

６目自立支援給付・措置費、補正額５３万３，０００円。２２償還金利

子及び割引料５３万３，０００円。障がい者医療費負担金返還金４万３，

０００円、自立支援給付負担金返還金３５万６，０００円、障がい児施設

措置費負担金返還１３万４，０００円で、いずれも令和３年度の実績に

基づき国及び道へ返還するものです。  

３款民生費  ２項児童福祉費  １目児童福祉総務費、補正額１９７万

５，０００円。特定財源のその他１４０万円は、子ども・子育て基金指定

寄附金です。２２償還金利子及び割引料５７万５，０００円。子どものた

めの教育・保育給付費負担金返還金 1３万９，０００円。次のページにな

ります。子ども・子育て支援交付金返還金４２万３，０００円。子どもの

ための施設等利用給付交付金返還金１万３，０００円で、いずれも前年

度実績に基づき、国及び道へ返還するものです。２４積立金１４０万円。

子ども・子育て基金積立金で、３件の寄附がありましたので、積み立てさ

せていただくものです。  

３目蘭越保育所費、財源内訳の変更で、特定財源の国道支出金１７万

７，０００円は、保育対策総合支援事業費補助金で、新型コロナウイルス

感染症対策に伴う保育環境の改善事業として国から交付決定を受けたた

め、財源内訳を変更するものです。  

４目昆布保育所費、こちらも財源内訳の変更で、特定財源の国道支出

金３万１，０００円は、前目の蘭越保育所費同様、保育対策総合支援事業

費補助金で、国から交付決定を受けたため、財源内訳を変更するもので

す。  

４款衛生費  １項保健衛生費  １目保健衛生総務費、補正額１３５万

６，０００円の減。特定財源のその他９万５，０００円の減は、社会保険

料です。コロナワクチン接種業務が今後も継続して実施が予定されるこ

とから、事務業務を担っております会計年度任用職員の報酬等につきま

して、当科目から２款の新型コロナウイルス感染症対策費へ予算科目を
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移行させていただくものです。１、３、４は、説明を省略させていただき

ます。１６ページになります。  

４款衛生費  ２項清掃費  ３目浄化槽整備費、補正額３３１万３，０

００円。特定財源の国道支出金３４万３，０００円は、浄化槽設置整備事

業補助金です。１８負担金補助及び交付金３３１万３，０００円。浄化槽

設置整備事業補助金で、浄化槽の補助申請件数の増加によるものです。  

６款農林水産業費  １項農業費  ３目農業振興費、補正額３６１万４，

０００円。特定財源の国道支出金３６１万４，０００円は、持続的畑作生

産体系確立緊急対策事業補助金６１万４，０００円、農地利用効率化等

支援事業補助金３００万円です。１８負担金補助及び交付金３６１万４，

０００円。農地利用効率化等支援事業補助金３００万円は、農業者１名

が、国からの事業採択を受けましたので補助するものです。次の、持続的

畑作生産体系確立緊急対策事業補助金６１万４，０００円は、実施主体

となります蘭越町畑作組合が、国からの事業採択を受けましたので補助

するものです。  

７目ほ場整備事業費、補正額４６７万６，０００円。農家負担軽減対策

に伴う受益者負担率及び事業費の変更に係る補正になります。特定財源

の国道支出金１４９万１，０００円は、次世代農業促進生産基盤整備特

別対策事業補助金４３万３，０００円、中心経営体農地集積促進事業補

助金１０５万８，０００円です。地方債の２３０万円は、大谷地区ほか５

地区の道営農地整備事業債です。その他１４５万５，０００円の減は、大

谷地区ほか６地区の道営農地整備事業分担金です。１２委託料４４万７，

０００円の減。客土運搬業務委託料で執行残です。１８負担金補助及び

交付金５１２万３，０００円。負担金として、豊国地区道営農地整備事業

２５０万円、蘭越地区道営農地整備事業５０万円、目名二期地区道営農

地整備事業２００万円。次のページになります。北海道土地改良事業団

体連合会１２万３，０００円、いずれも追加で、事業費の変更によるもの

です。  

１３目研修農場費、補正額１，０１０万５，０００円。特定財源の国道

支出金１，０００万円は、農山漁村振興交付金です。国の交付金を活用

し、薬用植物を軸とした地域活性化を推進するため、所要の経費の補正

をお願いするものです。８旅費４０万４，０００円。職員旅費で、薬用植

物に係る食品展示会への出展に伴う東京出張旅費です。１０需用費２８

万７，０００円。消耗品費１２万２，０００円は、薬用植物試験栽培に係
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る消耗品で、次の印刷製本費１６万５，０００円は、ＰＲ用チラシ・パン

フレットの制作費です。１１役務費４８８万円。薬用植物成分試験手数

料３６３万円は、延命草や発毛・育毛剤の活用試験等に係る費用をお願

いするものです。次の、食品飲料展示会参加手数料１２５万円は、東京イ

ンターナショナルギフトショーほかへの出展料等の補正をお願いするも

のです。１２委託料３７９万５，０００円。薬用植物栽培地域活性化業務

委託料で、薬用植物下阿達などを活用した商品開発、また、高齢者雇用農

複連携の推進業務を委託するものです。１３使用料及び賃借料７３万９，

０００円。除雪機等借上料です。６款農林水産業費  ２項林業費  ２目

林業振興費、補正額１１５万３，０００円。特定財源のその他１１５万

３，０００円は、森林環境譲与税基金繰入金です。１８負担金補助及び交

付金１１５万３，０００円。１８ページになります。林業機械等導入事業

補助金で、林業事業体が機械等の導入に対して森林環境譲与税を活用し、

導入費用の２分の１を支援するものです。  

７款商工費  １項商工費  ５目交流促進センター雪秩父費 、補正額  

６０万５，０００円。１０需用費６０万５，０００円。修繕料で、チセヌ

プリトイレの内部配管が劣化により破損したため、配管及び設備の修理

をお願いするものです。  

８款土木費  ４項住宅費  １目公営住宅管理費、補正額５３２万４，

０００円。特定財源の国道支出金２６６万２，０００円は、社会資本整備

総合交付金です。１２委託料５３２万４，０００円。昆布Ｂ・Ｃ団地改修

実施設計委託料で、社会資本整備総合交付金要望事業の前倒しにより、

老朽化した昆布Ｂ・Ｃ団地の屋根改修に係る実施設計について、補正を

お願いするものです。  

２目町営住宅管理費、補正額１９０万円。１０需用費１９０万円。修繕

料で、蘭越駐在所の裏側の公宅でございますが、経年劣化により屋根ト

タンの腐食が進み、宅内で一部雨漏りも発生していることから屋根の張

替修理をお願いするものです。  

８款土木費  ５項都市計画費  １目公園管理費、補正額１２５万円。

特定財源のその他１２５万円は、森林環境譲与税基金繰入金です。１２  

委託料１２５万円。桜づつみ樹木捕植ほか剪定委託料で、令和元年に開

基１２０年を記念し、ニトリ財団から寄贈を受けて植樹した桜５４本に

つきまして、補植や剪定といった専門的な管理が必要なことから、森林

環境譲与税を活用し、適正な維持管理を行うものです。  
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１１款災害復旧費  １項農林水産業施設災害復旧費  １目農地災害復

旧費、補正額５４万４，０００円。１２委託料５４万４，０００円。排水

作業委託料で、本日の行政報告でも報告させていただきました、８月１

６日の大雨により冠水しました水田・畑の水を緊急に排出するため、排

水ポンプ車及び照明車両等の出動費用をお願いするものです。次のペー

ジになります。  

１１款災害復旧費  ２項土木施設災害復旧費  １目現年発生単独災害

復旧事業費、補正額４１０万３，０００円。１０需用費２２２万２，００

０円。修繕料で、前項と同様、８月１６日の大雨により町道鮎川線の法面

の一部が崩落したため、法面シート張り、土のう工といった応急復旧費

用をお願いするものです。１２委託料１８８万１，０００円。町道鮎川線

災害復旧調査設計業務委託料で、法面崩落等に係る本工事へ向けて調査

設計が必要となることから、補正をお願いするものです。  

つづいて、歳入に戻ります。６ページを御覧願います。  

１２款地方交付税  １項地方交付税  １目地方交付税、補正額２億

５，０３９ 万 ２，０００ 円 。１地方交付税２億 ５，０３９ 万２千円。

普通交付税の追加によるものです。  

１４款分担金及び負担金、次のページになります。１６款国庫支出金。

８ページになります。１７款道支出金、１９款寄附金、２０款繰入金は説

明を省略します。  

２１款繰越金  １項繰越金  １目繰越金、補正額１億１，２７０万円。

１繰越金１億１，２７０万円。前年度繰越金です。次のページになりま

す。  

２２款諸収入は、説明を省略いたします。  

次の、２３款町債  １項町債  ４目農林水産業債は、説明を省略しま

す。  

９目臨時財政対策債、補正額４，１３６万８，０００円の減。１臨時財

政対策債４，１３６万８，０００円の減です。  

次に、３ページを御覧願います。  

第２表地方債補正につきまして 、御説明いたします。  

追加で、起債の目的は公共事業等債で、大谷地区 道営農地整備事業

ほか５地区の事業債を追加するもので、限度額を２３０万円とするも

のです。  

次に、変更でございまして、臨時財政対策債ですが、補正前の限度
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額は ７，３００万円でしたが、４，１３６ 万８，０００円を減額し、

３，１６３万 ２，０００円とするものです。  

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、従前と変更

ございません。  

以上で、説明を終わります。よろしく御審議いただきますよう、お願い

いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

 ６番向山議員。  

 

〇６番（向山博）  はい。６番向山です。  

 ちょっと関連で質問させていただきたいんですけども、防災対策費の

ことで、各家庭についている防災無線、その関連で質問させていただい

てよろしいでしょうか。  

 実はですね、先日、お祭りで地区の神社の草刈りをしていた時に、ある

事柄をお話していたら、夕べ無線で流れたよねっていう話から、私のと

ころは去年の秋から無線繋がっていないのでわかりませんと言われまし

た。多分、町のほうはそのことを把握していないと思いますけど、まず、

それはいかがですか。  

 

〇議長（冨樫順悦）  今野総務課参事。  

 

〇総務課参事（今野満）  向山議員の行政通信システムの御質問にお答

えさせていただきます。  

 町のほうではですね、行政通信システムを各家庭に配置した時点で、

配置先はちょっと承知はしているんですけれども、放送が流れてうるさ

いですとか、無料の電話ですね、使用されないということで、意図的に個

人で外されている方もいらっしゃいますので、そういう方については、

町としては把握しておりませんので、もし繋がっていないとかですね、

そういうお話とかがありましたらですね、線が断線して繋がっていない

とか、そういう御連絡がありましたらですね、その都度、町にちょっと教

えていただければすぐ修理にちょっと伺うように手配したいと思います
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ので、御理解をお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  向山議員。  

 

〇６番（向山博）  はい。分かりました。  

実は、私も去年、一昨年まで工事していただいても、よくもって１か月

なんですよ。１か月経ったら繋がらなくなるんですよ。それで、４回、実

はお願いした経緯があります。４回目になるとなかなか言いづらくて、

もういいやってなっちゃうんですよね。最後のほうには、朝、昼、晩の流

れるのは流れますけど、電話のほうは一切使えなくて、まあそれでもい

いやと思っていたんですよね。今回、その繋がらない方も、もう面倒くさ

いからいいやっていうかたちなんですよ。それで、なんか木の枝が邪魔

しているから繋がらないって、そのパナソニックさんの方は言うんです

けども、冬になるとその電波が反射してたまたま聞こえるらしいんです

よ。それで、これは不確かな情報なんですけども、なんか三和の方もでな

んか繋がっていない方もいるそうなので、これ一回、町で調査したらい

かがですか。この間の大雨情報流れたのも一切聞いていないんですよね。

何かあったら、これ大変だと思うんですけども、どうでしょうか。これ。  

 

〇議長（冨樫順悦）  今野総務課参事。  

 

〇総務課参事（今野満）  向山委員の御質問にお答えさせていただきま

す。  

 行政通信システムなんですけど、設置してからですね、もう既に５、６

年ほど経過している箇所もありまして、その時の、その時と今現在とで

すね、木の成長等もありまして、木の葉っぱと言うのかな、葉がですね、

邪魔して、通信がうまくいっていないようなところもございまして、そ

ういうところにつきましては、その業者さんをですね、派遣して、ちょっ

と調査を行ってですね、通信障害を解消するように、町としても務めて

おりますので、そういう場合はですね、大変お手数おかけして申し訳な

いんですけれども、町のほうに連絡をいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  
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 ９番栁谷議員。  

 

〇９番（栁谷要） １８ページ、一番下の欄でございます。排水委託料に

ついて伺います。この委託の用語なんですけど、委託発注が町という意

味にとられるんですが、そのへんのところ詳しくお願いします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  今野総務課参事。  

 

〇総務課参事（今野満） 栁谷議員の御質問にお答えしたいと思います。  

御質問の主旨が排水作業委託料の関係でよろしいですか。はい。それ

で、排水作業委託料なんですけども、こちらですね、農家の方からです

ね、排水ポンプ車の派遣要請、町のほうでありまして、それを受けまし

て、町のほうから小樽開発建設部のほうに排水ポンプ車の要請をしてお

ります。それで、内訳としましては、排水作業時のですね、人件費、排水

ポンプ車の人件費とあとそれに伴うですね、燃料費が予算内訳となって

おりますので、御理解をお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  栁谷議員。  

 

〇９番（栁谷要）  そうすると、尻別川に注ぐ中小河川の処理について

は、ポンプ車を使うことがこれで載っているんですが、内水処理の責任

は町で負っているものなんですか。そのへんのところちょっとお願いし

ます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  今野総務課参事。  

 

〇総務課参事（今野満）  一応ですね、御質問にお答えします。  

 一応、この排水作業なんですけれども、樋門を閉鎖したことによって、

支流から本流のほうに、なんだろう。水の流れが行かなくなった、流れな

くなったことに伴いましてですね、その関係で田畑のほうに冠水して町

のほうに、その本流のほうに水を送るのにですね、排水ポンプ車の要請

がありまして、それに対応しているような状況となっております。以上

です。  
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〇議長（冨樫順悦）  栁谷議員。  

 

〇９番（栁谷要） 担当の係長、苦しい答弁してるから、ちょっと質問を

窮するんですけども、この排水処理の一番の責任者は開発局ですよね。

町ではないんですよ。私はそういう問題意識でこれを見ております。前

回もあったんですよ。最終的に町長の見解を伺いたいんですが、実は、町

とその上級官庁、土現もそうですが、土現というか、振興局もそうなんで

すが、町とほかの官庁との関係というのは、持ちつ持たれついろいろ助

け合ったり、いろいろさまざまな裁量が生かされなければならないとい

うふうに、私も思っています。開発局については、浚渫の土砂を大量に土

地改良事業に供給、無償で供給したり、運賃だけでいいよって言って、運

賃あんた方負担しなさいって言って供給してくれている、そういう関係

があるわけですね。そこで是非ともね、これ、予算を私は反対はしません

けど、是非とも頭に置いてほしいのは、自治体が国の事業に予算を出す

というのは地方財政法に違反しているんですよね。だめですよっていう

ことになっているわけです。そんなこと無制限にやったらもう大変だっ

たっていうことですね。ですから、そのことを頭に置きながらこの５５

万円を眺めるとどういうことになるかというと、恒常化して、当然視さ

れるっていう、復旧する側の町も当然だと、開発局も当然だということ

になったら、これはルール違反を認めることになるんですよね。ですか

ら、もし何かありましたらね、議会でこういう議論があって、実はってい

うことが言えるような、そういう余白を残しておかないとまずいと思っ

て、私は発言したんですが、町長の見解を伺えればありがたいです。  

 

〇議長（冨樫順悦）  金町長。  

 

〇町長（金秀行）  栁谷議員の御質問にお答えします。  

今回の排水作業をお願いしたというのは、あくまでも災害対応です。と

言うのは、尻別川の河川という部分は開発の中で管理をしております。

ただし、この水については、堤内です。ですから、一般の農地、そういう

部分が冠水する、そうした時に町として防災対策の一環として、本来で

あれば町がこのポンプ車を所有をして、そこで排水対策ができればいい

んですが、そういう性能を持っていない。そういう中で、国が持っている

機械をお借りして、そしてその部分を町のほうで借りた部分の人件費等
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を含めてお支払いするというかたちですから、この部分はあくまでも防

災対策の一環として町が判断をして、出動を要請して、お願いしたとい

う部分の中で御理解を願いたいというふうに思っております。以上です。 

 

〇議長（冨樫順悦）  栁谷議員。  

 

〇９番（栁谷要） 町長と基本的に考え方が違うので、そのことだけ一つ

申し上げたいと思います。実は、堤内の中小河川の水の処理というのは、

混流、尻別川に流れていくんですね。当然、流れ行くものとして、流量の

調節を水門でやるわけですよね。その時に水門を止めて逆流を防ぐ状態

になった時に、依然として山から水が来るという状況になった時、ポン

プ車を配置したのは開発局ですよね。これは燃料代かなんかだと思うん

ですが、燃料代、人件費、そのほかを町に要請するというのは、そういう

合意というのは、私はちょっと無理があるのではないかなって、あくま

でもポンプを増強して施設するのは開発局の責任ではないかというふう

に思って、移動用のポンプであろうと何であろうと、町に復旧させると

いうのは越権行為だというふうに思うんですが、そのへんどうでしょう

か。  

 

〇議長（冨樫順悦）  金町長。  

 

〇町長（金秀行）  御質問にお答えします。  

尻別川に設置している水門については、増水した時に逆流を防ぐため

に水門を閉じます。ただ、議員がおっしゃっているとおり、そうすると堤

内から来る水をどうすればいいんだというかたちです。本来であれば、

開発局も国等の中でいろんな移動のポンプも含めて、それを防ぐための

ポンプとか、そういうものを設置をしていただければ、それは町として

はありがたいんですが、それを全部してしまうと、開発局としてもなか

なか整備するということはできない。そして、道管理、そういうふうにな

ってくると、ますますそういうこともできていない。ですから、あくまで

も今回の処置については、防災対策として、洪水になる、それが畑が冠水

する、作物が被害が受ける、そのためにあくまでも町が判断をしてその

水を堤外に戻してほしいということの判断の部分で排水ポンプ車を町が

お願いをしたと、開発がやったのではなく、町からお願いをして出動を
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していただいたというふうに理解していただきたいというふうに思いま

す。以上です。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

 ７番難波議員。  

 

〇７番（難波修二）  はい。７番です。  

 １３ページで２点お尋ねしたいと思います。  

 農業経営費高騰対策支援事業１，９００万円、これは、これ自体は非常

に良いことだと思うんですけれども、今、説明を聞きますと、全農家に３

万円プラスこれからの収穫時期の使用する燃料代等に助成をするという

ことで１，９００万円ということです。以前もこういう、確か同僚議員か

らちょっとあったような気がするんですけども、困窮しているのは農業

の方だけではないんじゃないのかと、やっぱりそういう意味では、この

対象を農業経費だけでなくて、それ以外のいわゆる業種というか、そう

いう方に対してもということは考えられないのかなと、公平性という観

点から言うと、やっぱりなんとなくそのへんが、ちょっとどうかなとい

う、率直な感想として感じるところです。加えて、農業者に対する燃料費

高騰の支援というのは、昨年度から今年にかけて１，０００万円の燃料

費の助成事業をやっているわけです。それを考えると、ちょっとなんか

こう偏重しているのではないかという、そういう気がするのですけれど

も、そのへんについてのお考えをお尋ねしたいと思います。  

それから、一番下のマイナンバーカードの、この国から２４６万７，０

００円来たという、これらを使って事業をやるということですけども、

私の理解では９月いっぱいだと思っているんですよね。国のポイントを

付与するっていう、それ以前のカードの交付を受けるということに対す

る支援だと思うんですけど、これから先、あと９月末までとすれば、あと

２週間くらい間の、これを対象とする事業なのか、それとも今までの全

部の方を対象とするものかという、そのあたりのちょっとよくわからな

いんですけれども、遅きに失しているんじゃないかと、国のこの事業の

ね、創設というのは、そういう気もしないでもないんですけれども、中身

は商品券を１，５００件分買うということでしたので、なんなんだろう

という、そういう気がするんですけど、もう少し中身についてお知らせ

ください。  
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〇議長（冨樫順悦）  田縁農林水産課長。  

 

〇農林水産課長（田縁幸哉）  難波議員の御質問にお答えしたいと思い

ます。  

 まず、今回の農業経費の高騰対策支援事業ですが、行政報告のほうで

もありましたとおり、農業委員会、それから畑作の生産組合、ＪＡからで

すね、要望がありまして、御承知のとおり、資材、燃料、それから肥料等

ですね、高騰しておりまして、なかなかそれがですね、生産物のほうに価

格の転嫁といいますか、そういうものが難しい、そういうことでですね、

非常に農業者困窮しているというような、そういうような御要望ありま

したので、検討して、このような補正予算をお願いしたところでござい

ます。昨年度ですね、昨年度から繰り越しで、今年度ですね、農業者一律

２万円と、それから免税軽油ですね、この５月、６月分の使用量に対して

補助をしておりますけれども、これにつきましてはですね、豪雪ですね、

雪のそういう関係で燃料費がですね、増大するというようなことで、支

援をしておりますので、基本的には今回の対策と、ちょっと意味合いが

違うというようなことで御理解いただきたいと思います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  北山住民福祉課長。  

 

〇住民福祉課長（北山誠一）  マイナンバーカードの件についてお答え

いたします。  

議員、御指摘のとおりですね、国で今、ポイント事業やってまして、そ

れが９月いっぱいまでの申請ということで、そのポイントが付与される

ということになってございます。今回の補正予算お願いしているですね、

消耗品１５０万円ですか、これに関しては、１０月以降にカードを作成

していただいた方に贈呈するということで考えておりますので、よろし

くお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  難波議員。  

 

〇７番（難波修二） はい。産業課長の答弁、それは理解しているんです。

私が言いたいのは１，０００万円の豪雪の時の議論だったと思うんです



- 78 - 

 

けども、農業者だけでいいのかと、困っているのはみんなだぞっていう、

そこの公平性をどう考える、政治的に判断するべきかと、そういうこと

なんですよ。だから、これはこれでいいっていうふうに、私、申し上げた

んですけども、それ以外の方は、何だ農家の人ばっかりっていうね、そう

いうふうに思われることに対する町としてのやっぱり考え方というのは

しっかり持ったほうがいいのではないかと、やっぱり商売されている方、

どなたもやっぱり物価高や燃料費の高騰に困っているというのは事実な

わけですから、それに対して農業の団体から言われたから出しますとい

うことでは、ちょっとやっぱり違うんじゃないですかという、私の考え

方です。  

 それから、マイナンバーカード、１０月以降ということで、１０月以降

はいわゆるポイント付与がなくなるということで、それに代わるものと

してという、そういうことだということで理解をしました。私の思惑で

はおそらく国は相当事業費が余っているから、１０月以降もなんらかの

延長なりもやるんじゃないかなと密かに思っているんですけども、私も

先日やったんですけれども、それは面倒くさいなと思っていたんですけ

れども、交付税算入に関わるよということが分かったので、それだった

ら議員としてやんなくちゃだめだなと思ってやったわけです。非常に親

切丁寧に教えていただいて、しっかりとポイントもいただくこともでき

たんですけど、まだ確認していませんけども、是非やっぱり、交付率を上

げていくためにはこういうことをやるというのは良いことだと思うんで

すけども、全額国の補助ですから、少し町で色を付けてね、多少はという

ことはあってもいいのではないかっていう気もしないでもないんですけ

れども、そのへんを含めて、もう一度御答弁いただければと思います。  

 

〇議長（冨樫順悦）  山内副町長。  

 

〇副町長（山内勲）  難波議員の御質問にお答えします。  

 担当課長言いましたように、３月の定例会では農業者に同じような補

助金を出し、夏の議会の時には商工会の皆さん方に１００％のプレミア

ム商品券を発売すると、今回また農業者への補助金ということで、その

時々に厳しい質問をいただきまして、公平ならんのかという、今回もそ

うですけれども、そういう質問ですけども、やはりその時々のですね、前

回もお話させてもらいましたけども、やはり行政の考えるタイミングと、
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それから対象企業と言いますか、対象の団体、そういったものをですね、

集中と選択という中で兼ね合わせた上で、当然、財源のことも考え合わ

せた上で今回のこのような提案をさせていただいたということです。切

り口はやっぱり違いますけれども、国もですね、今回のコロナに関しま

しては、非課税世帯にまた５万円を給付するとか、あるいは今回、うちも

また北海道の補助を受けて１万２，０００円の高齢者に対する助成を出

すと、そういった切り口は違いますけども、本当にいろんな面でですね、

あらゆる場所からあらゆるところに助成をしていると、そういうところ

も行政としては、広く考えながら、では今、何が必要か、財源がどれだけ

あるんだと、その中で、農業者に対して、非常にこの秋に向けての収穫作

業に向けて、必要なものがあるんだというその中で助成をさせていただ

くと、そういうことで、広く御理解いただければなということでござい

ます。  

それとマイナンバーにつきましては、議員御承知のとおり、交付税と

いう、非常に町村が大きな財源として扱っている交付税に影響があると

いうことの中で、国が強く推し進めてきております。したがって、私ども

もやっぱり最低６０％、町民の６０％を加入させなければそちらのほう

に影響が出ると、明日もまたこれですね、緊急に北海道のウェブ会議が

あって、副町村長も聞いてほしいというお話ですので、また強行の話が

あるんだろうなというふうに考えてますけども、その中で、マイナポイ

ントについては９月までの申請ということですけども、当然、それ以降

も順次取り扱って、この申請の率を上げていかなければならないと、そ

ういう立場の中で今回、この補助金をつけてインセンティブ与えていき

たいということでございますけども、もう少し色付ければ本当にいいん

でしょうけども、やはり何と言いますか、本来的にはそれぞれの個人が

マイナンバーについての思いというものをしっかり持って、それぞれ自

主的に、実はそのマイナンバー持つ、皆さん作ってから何か月も経って

いるわけですから、その中で既に申請をしていただいてくれれば良かっ

たんですけれども、なかなかそうはなっていない実態の中で、本当にま

ずは最低限の中で町は独自の施策で９月以降進めていきたいと、そうい

うことで今回、補正予算を上程させていただきましたので、御理解いた

だければと思います。以上です。  

 

〇議長（冨樫順悦）  難波議員。  
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〇７番（難波修二）  あらかた理解をいたしました。  

今の答弁で、ここの蘭越町高齢者世帯等生活支援事業というのは、道

の補助受けた町単独の事業という理解でよろしいですか。これについて

も、町が創設したものだという、そういう理解でいいですか。どこの町村

でもやっているというのではなくて。町の。ちょっとそこで今、質問しま

す。  

 

〇議長（冨樫順悦）  山内副町長。  

 

〇副町長（山内勲） 北海道ではですね、基本的に２分の１を助成するの

で、予算の範囲内ですから、これはきちっと２分の１になっていません

けども、その中で助成をするので、取り組む町村があったら手を挙げて

くださいということで、蘭越町としてはこの１万２，０００円、最低です

ね。ほかの町村ではもう少し大きな額をやっているところもあるという

ように聞き及んでおりますけども、１万２，０００円を限度額に北海道

としてはやっていただきたいということで、蘭越町としては取り組んだ

ということです。以上です。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより、討論を行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第４号令和４年度蘭越町一般会計補正予算を採決いた

します。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  
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 よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。  

 ここで１０分間、休憩いたします。  

 再開は、１５時１０分といたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  再開いたします。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第１ ２ 、議 案 第５ 号 令 和４ 年 度蘭 越 町 地

域振興事業特 別 会計補正予算 を議 題といたします 。  

提案理由の説明 を求めます。  

水上商工労働観 光 課長。  

 

○ 商工 労働観 光課 長（ 水上 昭広 ）  ただいま上程されました、議案第

５ 号令 和 ４ 年 度蘭 越 町 地 域振 興 事 業 特別 会 計 補 正予 算 第 １ 号に つ い

て、御説明いたします。  

東京シミックホールディングス様から株主優待品として、らんこし

米 の購 入 数 量 が昨 年 よ り も増 加 し た こと か ら 予 算の 補 正 を お願 い す

るものです。  

この会計の、現在の歳入歳出予算の総額は ７，３９３万４，０００

円でございまして、この総額に１，２３９万２，０００円を追加いた

しまして、歳入歳出予算の総額を、それぞれ８，６３２万６，０００

円とするものでございます。  

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による

ものでございます。  

それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。  

６ページを御覧願います。  

１款総務費  １項総務管理費  １目一般管理費、補正額１３０万円。

特定財源その他１３０万円につきましては、売店売上収入です。２４

積立金１３０万円の追加。地域振興事業財政調整基金積立金です。  

２款事業費  １項事業費  １目売店事業費、補正額１，１０９万２，

０００円。特定財源その他１，１０９万２，０００円につきましては、

売店売上収入です。１０需用費１，０８３万２，０００円。消耗品費

５０万７，０００円の追加。米袋追加発注によるものです。売店用品

１，０３２万５，０００円の追加。町内米穀店４社へらんこし米追加
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発注によるものです。１１役務費１０万５，０００円。通信運搬費１

０万５，０００円の追加。らんこし米発送による郵便料の追加による

ものです。２６公課費１５万５，０００円。消費税１５万５，０００

円の追加。課税対象額が増加になったため追加するものです。  

歳入につきましては、歳出で 御説明しましたので省略いたします。 

以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより、討論を行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第５号令和４年度蘭越町地域振興事業特別会計補正予

算を採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第１ ３ 、議 案 第６ 号 令 和４ 年 度蘭 越 町国

民健康保険特別 会計補正予算 を議 題といたします 。  

提案理由の説明 を求めます。  

北山住民福祉課 長。  

 

○住民 福祉課 長（北 山誠一 ） ただいま上程されました、議案第６号令

和４年度蘭越町国民健康保険特別会計補正予算第２号につきまして、御
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明申し上げます。  

 この会計の現在の予算の総額は、２億３，３９３万９，０００円で、こ

の総額に９万円を追加し、予算の総額を２億３，４０２万９，０００円と

するものです。  

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるもの

です。  

それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。  

６ページを御覧願います。  

１款総務費  １項総務管理費  １目一般管理費、補正額９万円。１８

負担金補助及び交付金９万円の追加。北海道自治体情報システム協議会

への負担金で。税制改正に伴う国保標準システム改修費用に対する負担

金です。  

次に歳入について、御説明いたします。５ページを御覧願います。  

５款繰越金  １項繰越金  １目繰越金、補正額９万円。前年度繰越金

です。  

以上で説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願いいたし

ます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより、討論を行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第６号令和４年度蘭越町国民健康保険特別会計補正予

算を採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第１ ４ 、議 案 第７ 号 令 和４ 年 度蘭 越 町温

泉旅館幽泉閣事 業特別会計補 正予 算を議題といた します。  

提案理由の説明 を求めます。  

水上商工労働観 光課長。  

 

○商工 労働観 光課 長（ 水上 昭広 ）  ただいま上程されました、議案第

７ 号令 和 ４ 年 度蘭 越 町 温 泉旅 館 幽 泉 閣事 業 特 別 会計 補 正 予 算第 １ 号

について、御説明いたします。  

この会計の、現在の歳入歳出予算の総額は２億 ４，０４１万８，０

００円でございまして、この総額に１８４万８，０００円追加いたし

まして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億４，２２６万６，０００

円とするものでございます。  

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による

ものでございます。  

それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。  

６ページを御覧願います。  

１款総務費  １項総務管理費  ２目財産管理費、補正額１８４万８，

０００円。１０需用費１８４万８，０００円の追加。修繕料で、ヒー

トポンプ導入に伴い重油使用量が大幅に減少となり、現在設置してい

る大容量１万リットルの地下タンク内に結露が発生し、ボイラー設備

への不具合やタンクの劣化が進む恐れがあるため、新たに小容量１，

０００リットルタンクに切り替え、地上に設置すること補正をお願い

するものです。  

つづいて歳入について御説明いたします。  

５ページを御覧願います。  

３款繰越金  １項繰越金  １目繰越金、補正額１８４万８，０００

円の追加。前年度繰越金です。  

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより、討論を行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第７号令和４年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計

補正予算を採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第１ ５ 、認 定 第１ 号 か ら認 定 第１ １ 号ま

で 、令 和 ３ 年度 蘭 越 町一 般 会 計及 び 各特 別 会 計 歳 入 歳 出決 算 の 認 定

についてを一括 議題といたし ます 。  

代表監査委員か ら決算審査の 報告 を求めます。  

坪田代表監査委 員。  

 

○代表 監査委 員（坪 田和昭 ） ただいま、議長より報告を求められまし

た決算審査意見につきまして、御報告させていただきます。  

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、町長から提出された令

和３年度蘭越町一般会計、各特別会計決算書、歳入歳出事項別明細書、実

質収支に関する調書並びに財産に関する調書について、令和４年８月１

７日から８月２９日まで、実質６日間、栁谷監査委員とともに審査をさ

せていただきました。  

審査に当たっては、決算書に基づき関係諸帳簿及び証拠書類などによ

り照査、検討を行わせていただきました。その結果、決算は計数的に正確
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であり、内容についても適正であると認められました。  

なお、本町を取り巻く社会経済情勢は、依然として厳しい状況が続い

ておりますが、新型コロナウイルス感染症影響を最小限にとどめ、町政

の抱える緊急かつ重要な課題への取組を展開し、費用対効果を見極めな

がら事務事業の推進を図っていただきたいと切に希望をします。  

終わりになりますが、決算審査に当たって、関係書類の整備が適切に

なされていたことについて、各関係職員の努力に敬意を表します。  

以上、簡単ではございますが、決算審査報告とさせていただきます。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  こ れ をも っ て代 表 監査 委 員 から の 決算 審 査の

報告を終わりま す。  

お諮りいたしま す。  

本 件に つ き まし て は 、議 員 全 員 で 構 成す る 決 算特 別 委 員会 を 設 置

し、これに付託 すること にし たい と思います。  

これに御異議あ りませんか。  

（「異議なし」 と呼ぶ者あり ）  

異議なしと認め ます。  

よ って 、 本 件は 議 員 全員 で 構 成 す る 決算 特 別 委員 会 を 設置 し 、 こ

れに付託するこ とに決定いた しま した。  

お諮りいたしま す。  

ただいま設置さ れました、決算 特 別委員会の正副 委員長の選出 は、

正副議長、各常任委 員長、議会運営 委員長により選 考の上、選出し た

いと思います。  

これに御異議あ りませんか。  

（「異議なし」 と呼ぶ者あり ）  

異議なしと認め ます。  

よ って 、 正 副議 長 、 各常 任 委 員 長 、 議会 運 営 委員 長 に より 選 考 の

上、選出するこ とに決定いた しま した。  

暫時休憩いたし ます。  

 

○議長（冨樫順悦）  再開いたしま す。  

 

○議長（冨樫順悦）  選考委員長か ら選考結果の報 告を願います 。  

８ 番赤石議員。  
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○８番（赤石勝子）  決算特別委員会の委員長及び副委員長の選考結果

を報告いたします。  

委員長は、７番難波議員。副委員長は２番金安議員を選考いたしまし

たので報告いたします。以上でございます。  

 

○議長 （冨樫 順悦）  お諮りい た します。  

た だい ま の 選考 委 員 長の 報 告 の と お り決 定 す るこ と に 、御 異 議 あ

りませんか。  

（「異議なし」 と呼ぶ者あり ）  

異議なしと認め ます。  

よ って 、 決 算特 別 委 員会 の 委 員 長 に は ７ 番 難 波 議 員 、 副委 員 長 に

は ２番金安 議員 と決定いたし まし た。  

なお、決算特別委員 会の日程に つ きましては、１６日、午 前１０ 時

から開催いたし ますので、お 知ら せ をいたします 。  

 

○議 長 （ 冨 樫 順悦 ）  日 程 第１ ６ 、意 見 書案 第 １ 号国 土 強 靱 化 に資

する道路 整備等 に関する意見 書を 議題といたしま す。  

提案理由の説明 を求めます。  

５番永井議員。  

 

〇 ５番（永井 浩 ）  ただいま上程されました、意見書案第１号国土強靱

化に資する道路の整備等に関する意見書について、御説明申し上げます。 

北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、我が国の食料供給を担う

とともに、本道特有の歴史や気候などを有しており、北海道ならではの

独自性やなどや優位性を活かしながら、将来にわたって持続可能な活力

ある北海道の実現を目指しています。  

今後は、北海道の強みである食や観光に関する地域が持っている潜在

力が最大限発揮されますよう、平常時・災害時を問わない北海道を支え

る基盤の確立に向け、防災・減災、国土強靱化に資する社会資本の整備を

図ることが必要ですが、地方財政は依然として厳しい状況にあることか

ら、国と地方の適切な役割分担のもと、防災・減災、国土強靱化に必要な

予算を安定的かつ継続的に確保するため、国においては、次の１番、関係

予算の所要額の確保と地域実態に鑑みた予算の重点配分から、次のペー
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ジになりますが、１０番、人員体制の維持・強化を図ることまで、１０の

項目について、特段の措置を講ずるよう強く要望するものであります。  

以上、地方自治法第９９条の規定により提出するものです。よろしく

ご審議いただき、採択されますようお願い申し上げます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案者の説明を終わります。  

 これより、質疑に入ります。  

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 これより、討論を行います。  

 討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終了いたします。  

 これより、意見書案第１号国土強靱化に資する道路の整備等に関する

意見書を採決いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、原案のとおり意見書を提出することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。  

 よって、意見書案第１号は、原案のとおり意見書を提出することに決

定いたしました。  

 

○議長（冨樫順悦）  お諮りいたします。  

本日の会議はこの程度にとどめ、延会といたしたいと思います。  

これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」 と呼ぶ者あり ）  

異議なしと認め ます。  

よって、本日は 延会すること に決 定いたしました 。  

   

午後  ３時３７分  延会  

 


